
金融庁が実施した政策評価についての審査結果 

 

１ 審査の対象 

「政策評価に関する基本方針」（平成 13 年 12 月 28 日閣議決定。以下「基本方針」

という。）では、政策評価の円滑かつ着実な実施のため、総務省は「各行政機関が実施

した政策評価について、その実施手続等の評価の実施形式において確保されるべき客

観性・厳格性の達成水準等に関する審査」等に重点的かつ計画的に取り組むこととさ

れている。 

今回審査の対象とした政策評価は、次のとおりである。 
 
 金融庁「平成 15 年度実績評価書」（平成 16 年８月 31 日付け金総第１７２４号によ

る送付分）における実績評価方式を用いた計 38 件の政策評価 

 

２ 審査の考え方と点検の項目 

（目標の設定状況） 

実績評価方式は、あらかじめ達成すべき目標を設定し、これに対する実績を測定し

て目標の達成度合いについて評価していく方式であるので、当該目標に関して達成す

べき水準を明確にするとともに、その水準をいつまでに達成しようとするのかをあら

かじめ定めておく必要がある。 

この審査において点検を行っているのは、次の項目である（注）。 

① 目標に関し達成すべき水準が数値化されているなど具体的に特定されているかど

うか。 

② 目標の達成度合いを検証する際の基準とする時期（基準年次）及び目標を達成し

ようとする時期（達成年次）が設定されているかどうか。 

 
（注）目標に関し達成すべき水準が数値化されていないものの中には、目標値の設定が容易ではない
ものもあり得るが、その点について精査を行ったものではない。 

 

 （目標の達成度合いの判定方法） 

実績評価方式は、目標の達成度合いについて評価することが基本である。目標の達

成度合いについての判定の結果については、国民への説明責任の観点から、明確な判

定基準に基づき整理されることが望ましい。目標に対する実績が数値により測定可能

なものとなっていれば、目標の達成度合いは明らかであることから、その水準をどの

ように評価するかについての判定基準が明示されていれば、達成度合いを客観的に評

価することが可能となる。 

しかしながら、目標の達成度合いを数値で表せず、達成度合いの判定基準を明確に

示すことが困難である場合においては、目標の達成度合いをどのように判定している

かについて説明することが求められる。 

この審査において点検を行っているのは、次の項目である。 

① 目標の達成度合いについての判定基準を定量的に示すなど具体的で明確になって



いるかどうか。 

② 目標の達成度合いが数値等で表されていないものについて、達成度合いについて

の判定の結果を「目標が達成できた」、「目標達成にもう一歩であった」などパター

ン化した表現等により分かりやすく整理しているかどうか。 

 

３ 審査の結果 

 実績評価方式を用いた評価は、あらかじめ政策効果に着目した達成すべき目標を設定

し、目標に対する実績を定期的･継続的に測定するとともに、その達成度合いについて評

価を行うことが基本となっている。 

平成 15 年度実績評価では評価対象政策が昨年度の 27 政策から 38 政策へと増えてい

る。この点に関し金融庁では、同庁の政策の目標について、同庁設置法に規定されてい

る３つの法定任務を基にして基本目標、重点目標を導き出し、さらに、同庁が実施する

政策については、重点目標と関連づけつつ、中長期を見据えた視点から整理し、加えて、

各年度において重点的に取り組むべき施策を提示するといった体系的な再整理を行った

ためであり、新規の政策が大きく増えたわけではないとしている。 

38 政策についての実績評価の結果をみると、34 の政策について、目標の達成に向けて

成果が上がっているとされ、うち７政策は引き続き継続し、残り 27 政策は取組の充実・

改善や新たな施策の検討等を行うものとされている。 
 

これら 38 件についての審査結果は、以下のとおりである（詳細は、別添１「政策評価

審査表（実績評価関係）」参照）。 
 

【審査結果整理表】 
 

目標の設定状況 

目標期間の 
設定の有無 

政策 
番号 

政    策 目標値等の
設定の有無 基準 

年次 
達成 
年次 

目標の達成度
合いの判定方
法（判定基準
の定量化等）

Ⅰ-1-(1)-① 不良債権処理の着実な実施 ○ ○ ○ － ◇ 

Ⅰ-1-(1)-② リレーションシップバンキングの機能強化 ○ ○ ○ － ◇ 

Ⅰ-1-(2)-① 効果的なオフサイト・モニタリングの実施 ○ ○ ○ － ◇ 

Ⅰ-1-(2)-② リスクに対応した実効性のある検査の実施 ○ ○ ○ － ◇ 

Ⅰ-1-(2)-③ 
早期警戒制度、早期是正措置制度の的確な

運用 
○ ○ ○ － ◇ 

Ⅰ-1-(2)-④ 資本増強行の経営の健全化 ○ ○ ○ － ◇ 

Ⅰ-2-(1)-① システミックリスクの未然防止 － － － － ◇ 

Ⅰ-2-(1)-② 
新しい公的資金制度の必要性などについて

検討し、必要な場合は法的措置 
○ ○ ○ － ◇ 

Ⅰ-2-(1)-③ ペイオフ解禁に対する周知徹底 － － － － ◇ 

Ⅰ-2-(1)-④ 円滑な破綻処理のための態勢整備 － － － － ◇ 

Ⅰ-2-(2)-① 国際的な金融監督基準のルール策定等へ － － － － ◇ 



目標の設定状況 
目標期間の 
設定の有無 

政策 
番号 

政    策 目標値等の
設定の有無 基準 

年次 
達成 
年次 

目標の達成度
合いの判定方
法（判定基準
の定量化等）

の貢献 

Ⅰ-2-(2)-② 新興市場国の金融当局への技術支援 － － － － ◇ 

Ⅱ-1-(1)-① 
保険におけるセーフティネット等のあり方

についての検討 
－ － － － ◇ 

Ⅱ-1-(2)-①-Ａ 

各種金融サービスの特性や利用者保護の仕
組みなどに係る情報の提供（金融知識の普及
活動について） 

－ － － － ◇ 

Ⅱ-1-(2)-①-Ｂ 

各種金融サービスの特性や利用者保護の仕
組みなどに係る情報の提供（広報活動につい
て） 

－ － － － ◇ 

Ⅱ-1-(3)-① 
金融分野における個人情報保護のための適

切な対応 
－ － － － ◇ 

Ⅱ-1-(4)-① 
証券取引法に基づくディスクロージャーの

充実 
○ ○ ○ － ◇ 

Ⅱ-1-(4)-② 
会計基準の整備を促すことによる企業財務

認識の適正化 
－ － － － ◇ 

Ⅱ-1-(4)-③ 公認会計士監査制度の整備・改善 ○ ○ ○ － ◇ 

Ⅱ-2-(1)-① 
利用者保護の観点からの厳正で実効性のあ

る検査の実施 
－ － － － ◇ 

Ⅱ-2-(1)-② 
金融機関等の法令遵守に対する厳正な対

応 
○ ○ ○ － ◇ 

Ⅱ-2-(1)-③ 貸金業者に対する的確な監督 － － － － ◇ 

Ⅱ-3-(1)-① 
証券市場の公正性を損ねる証券犯罪及び

悪質な市場仲介者の徹底摘発、並びに証券市
場における公正な価格形成等の確保 

○ ○ ○ － ◇ 

Ⅱ-3-(1)-② 証券市場に対する監視機能の強化 ○ ○ ○ － ◇ 

Ⅲ-1-(1)-①-Ａ 個人投資家の参加拡大 － － － － ◇ 

Ⅲ-1-(1)-①-Ｂ 
個人投資家の参加拡大（外国為替証拠金取

引について） 
○ ○ ○ － ◇ 

Ⅲ-1-(1)-② 証券市場の機能拡充 ○ ○ ○ － ◇ 

Ⅲ-1-(2)-① 証券決済システムの改革 ○ ○ ○ － ◇ 

Ⅲ-1-(3)-① 中小企業金融の円滑化 － － － － ◇ 

Ⅲ-2-(1)-① 
規制改革推進３か年計画（再改定）の着実

な実施 
○ ○ ○ － ◇ 

Ⅲ-2-(1)-② 
金融行政の透明性の向上に向けた情報発

信 
－ － － － ◇ 

Ⅲ-2-(2)-① 信託業のあり方についての見直し ○ ○ ○ － ◇ 

Ⅲ-3-(1)-① 
マネー･ローンダリング対策及びテロ資金

対策の強化 
－ － － － ◇ 

業務支援基盤整備に係る政策 

1-(1)-① 専門的研修の実施 ○ ○ ○ － ◇ 



目標の設定状況 
目標期間の 
設定の有無 

政策 
番号 

政    策 目標値等の
設定の有無 基準 

年次 
達成 
年次 

目標の達成度
合いの判定方
法（判定基準
の定量化等）

2-(1)-① 行政手続きのオンライン化の推進 ○ ○ ○ － ◇ 

2-(2)-① 行政事務の電子化 － － － － ◇ 

2-(3)-① 専門性の高い調査研究の実施 － － － － ◇ 

2-(3)-② 金融研究研修センターの機能拡充 － － － － ◇ 

合    計（38 政策） ○＝19 
○＝ 
19 

○＝ 
19 

◇＝38 

総
括
記
述 

目標の設定状況についてみると、38 政策のうち、19 政策については、目標に関し達成すべ
き水準が数値化されているもの（10 政策）又は定性的ではあっても具体的に特定されている
もの（金融機能の安定性の確保や預金者の保護等を図るためのルール整備等）（９政策）であ
り、達成すべき水準に対する実績の推移又は法律の成立、施行等の状況から目標の達成に向
けた進ちょく状況等が分かるようになっている。また、これら 19 施策については、目標期間
も明らかにされている。 
一方、残りの 19 政策については、達成しようとする水準が具体的に特定されていないため、

経年的な指標の推移を把握したり、関連する状況を定性的に把握したりすることにより、目
標の進ちょく状況を明らかにしようとしている。 
金融庁では、同庁の政策は、所管する金融機関等の業務の運営について自主的な努力を尊
重する必要があることや、同庁ではコントロールできない外部要因に大きく左右されること
などから政策の定量的な目標を設定することが困難なものがあるとしている。 
実績評価方式を用いた評価は、あらかじめ政策効果に着目した達成すべき目標を設定し、
目標に対する実績を定期的・継続的に測定するとともに、その達成度合いについて評価を行
うことが基本となっている。このため、達成しようとする水準が具体的に特定されていない
政策については、いつまでにどの水準まで目標を達成しようとするものであるのか、政策の
特性を勘案しつつ、できる限り具体的に特定していくことが望まれる。 
評価の結果については、達成度合いの判定方法については明らかになっていないものの、
評価の内容が国民に分かりやすいものとなるよう、目標の達成に向けて成果が発現している
かどうか、また、取組の見直しや改善の必要があるかどうかなどをできる限り類型化された
文言で表している。 

（注） １ 「目標値等の設定の有無」欄には、目標に関し達成すべき水準が数値化されている場合及び定性的であっ

ても目標に関し達成しようとする水準が具体的に特定されている場合には「○」を記入し、いずれにも該当

しない場合には「－」を記入している。ただし、達成すべき水準は数値化されていないものの、前年度より

も数値を向上させる等の方向が示されている場合には「△」を記入している。 

２ 「目標期間の設定の有無」欄には、目標の達成度合いを検証する際の基準とする時期が設定されている場

合には「基準年次」欄に「○」を、目標を達成しようとする時期が設定されている場合には「達成年次」

欄に「○」を記入し、それらが設定されていない場合には当該欄に「－」を記入している。 

３ 「目標の達成度合いの判定方法（判定基準の定量化等）」の欄には、目標の達成度合いについての判定基

準が定量化されているか、又は、具体的で明確なものとして示されている場合には「○」を記入し、示され

ていない場合には「－」を記入している。 

  また、「－」を記入したもののうち、目標の達成度合いについての判定の結果をパターン化した表現等に

より分かりやすく整理している場合には、右横に「◇」を記入している。 

 
 
（全体注） 各府省の評価の実施状況を踏まえた横断的又は共通的な課題等の整理・分析については、今

年度末を目途に別途取りまとめる予定である。



  

【別添１】 

 政策評価審査表（実績評価関係）                          

（説 明） 

本表は、公表された金融庁の「平成 15 年度実績評価書」に基づき総務省の責任において整理したものである。 

各欄の記載事項については以下のとおりである。 

 

欄   名 記          載          事          項 

「政策番号」欄 評価の対象とされた政策ごとに番号を付した。なお、番号は、金融庁の｢平成 15 年度実績評価書｣において使用している政策番号を記入した。 

「政策」欄 評価の対象とされた政策の名称を記入した。 

「達成すべき目標」欄 あらかじめ政策効果に着目して設定された「政策の目標」を記入した。 

「目標分類」欄 「アウトカム指標とアウトプット指標の分類の考え方（総務省行政評価局）」を踏まえ、「Ｃ」、「Ｐ」の別を記入した。 

なお、「Ｃ」（＝outCome ）はアウトカム、「Ｐ」（＝outPut）はアウトプットをそれぞれ示す。 

「測定指標」欄 「達成すべき目標」に対する実績を定期的・継続的に測定するため使用する指標を記入した。 

 なお、金融庁においては、政策の目標に対する実績を測定するための指標を設定しているとしているが、評価書に明確には記載されていない

ため、当省で整理し、金融庁に確認の上、記入した。 

「指標分類」欄 

 

別添の「アウトカム指標とアウトプット指標の分類の考え方（総務省行政評価局）」を踏まえ、「Ｐ」、「ＣＭ」、「ＣＩ」のいずれか該当するも

のを記載している。 

なお、「ＣＭ」（＝outCome Measurable）はアウトカムで定量的な指標、「ＣＩ」（＝outCome Immeasurable）はアウトカムで定性的な指標、「Ｐ」

（＝outPut）はアウトプット指標をそれぞれ示す。 

「目標値」欄 「達成すべき目標」についての目標とする値、水準等を記入した。 

「目標期間」欄 「達成年次」には、政策を実施することにより達成すべき目標を達成しようとする年次を、また、「基準年次」には、目標の達成度合いを把握

するための基準となる年次を記入した。  

「測定結果等」欄 測定結果等を記入した。 

「評価の結果」欄 金融庁における評価の結果、評価の結果に基づく今後の課題及び端的な結論を記入した。 

なお、端的な結論とは、金融庁の｢平成 15 年度実績評価書｣で使用している用語で、評価が国民に分かりやすいものとなるよう、取組みの成

果が上がっているかどうか及び今後の取組み方針について簡潔に整理したものである。 

「政策手段」欄 達成すべき目標を実現するために具体的に講じる手段が記載されている場合、その内容を記入した。 

 



  

アウトカム指標とアウトプット指標の分類の考え方(総務省行政評価局) 
 
 各府省の実績評価方式を用いた評価で用いられている測定指標について、アウトカム指標とアウトプット指標との区分を分類整理するに当たっては、下記の考え方に沿って指標を 
分類した案を各府省に提示した。各府省がこの分類案と異なる分類の考え方を採っている場合には、当該府省の考え方を以下に別記として整理している。 
 

記 
 

 行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)第３条第１項において、政策効果は「政策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政上の一連の行為が国民 
生活及び社会経済に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影響」と定義されている。この「国民生活又は社会経済に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影響」がアウトカムに当たる。 
 

○アウトカム指標 

行政の活動の結果として、国民生活や社会経済に及
ぼされる何らかの変化や影響 

 

（例）  〇行政サービスに対する満足度、〇講習会の受講による知識の向上、技能の向上 
〇搬送された患者の救命率、〇開発途上国における教育水準(識字率、就学率) 

    〇農産物の生産量、〇大気、水質、地質の汚染度 
    〇ごみ減量処理率、リサイクル率、廃棄物の再生利用量、不法投棄件数 

〇株式売買高の推移、〇育児休業取得率 
〇就職件数、就職率 

○アウトプット指標 

アウトカム指標以外のもの 

① 行政の活動そのもの （例）  〇事業の実施件数、〇会議の開催数 
〇偽造防止技術の研究件数、〇環境基準の設定 
〇検査件数、〇行政処分の実施件数 

② 行政活動により提供されたモノやサービスの量 （例）  〇講習会、展示会等の開催回数、〇標準事務処理期間の遵守状況 
〇電算機の稼働率、〇助成金の支給件数・支給金額 
〇パンフレットの配布数 

③ 行政活動により提供されたモノやサービスの利用
の結果 

（例）  〇講習会、展示会等の参加者数、〇ホームページ等へのアクセス件数 
〇論文の被引用数、〇共同利用施設の利用者数 
〇放送大学の学生数、高等教育機関における社会人の数、〇技術士、環境カウンセラー等の登録者数 
〇相談件数、〇インターンシップ参加者数 

④ 行政機関同士や行政内部の相互作用の結果であり
直接国民生活や社会経済に及ぼす影響でないもの 

（例）  〇機構・定員等の審査結果、〇一般会計予算の主要経費構成比 
    〇法令等審査件数、〇恩給請求書を3か月以内に総務省に進達した割合  

⑤ 行政活動の結果に起因して生じている現象や事態
を表す指標であるが、それ自体は直接国民生活や社
会経済に及ぼす影響を表すものではないもの 

（例）  〇各種研究開発の特許取得件数、〇マネーロンダリングに関する金融機関からの届出件数 
〇新規化学物質の製造、輸入に関する届出件数 

 

 



  

（別記）金融庁におけるアウトカム指標とアウトプット指標の分類の考え方 

 

金融庁では、総務省行政評価局の分類において、アウトプット指標として分類されているものの一部について、以下の考え方によりアウトカム指標に分類してい

る。 

 

 

○ アウトプット指標分類③（行政活動により提供されたモノやサービスの利

用の結果）に該当するとされた指標のうち、次のいずれかに該当するもの 

 

（１） 金融商品や金融取引等についての情報に国民がアクセスしたことによ

り、その情報を投資等に利用しているという成果を表すもの 

 

 

 

（２） 金融庁の監督行政の対象である貸金業者の業務運営の適切性の度合い

を表すもの 

 

 

（例） 

 

 

（１）・ 金融庁ホームページ（「新しい預金保険制度について」のコーナー）

へのアクセス件数 

・ 金融庁ホームページ（金融サービス利用者コーナー）へのアクセス

件数 

・ 情報公開サーバーへのアクセス件数 

（２）・ 苦情・相談受付件数の推移  

 



 

 

 

 達成すべき目標の実績を測定する指標の設定状況＜総括表＞ 

 
 
達成すべき目標についてその実績を測定するため、事前に指標を設定しておく必要がある。また、指標は、できる限りアウトカムに着目した定量的なものであ
ることが望ましい。 
金融庁が設定した指標の特徴をみると、目標に関し達成しようとする水準が数値化等されている指標が設定されているものの、その割合は低調となっている。  
 

【表 金融庁における指標の設定状況とその性質】 

目標に関し達成しようとする水準が数値化

等されている指標数 
目標に関し達成しようとする水準が数値化等されていない指標数 

評価書 指標名 指標数 
 

アウトカム アウトプット  アウトカム定量 アウトカム定性 アウトプット 

平成 15 年度実績

評価書 

測定指標 

（構成比） 

114 

(100%) 

23 

(20.2%) 

6 

(5.3%) 

17 

(14.9%) 

91 

(79.8%) 

28 

(24.6%)

[21] 

[18.4%]

8 

(7.0%) 

55 

(48.2%)

[62] 

[54.4%] 

平成 14 年度実績

評価書 

測定指標 

（構成比） 

118 

(100%) 

26 

(22.0%) 

4 

(3.4%) 

22 

(18.6%) 

92 

(78.0%) 

32 

(27.1%)

[21] 

[17.8%]

8 

(6.8%) 

52 

(44.1%)

[63] 

[53.4%] 

 
（注）１ 「目標に関し達成しようとする水準が数値化等されている指標数」欄は、目標に関し達成すべき水準が数値化されている場合及び定性的であっても目標が達成される水

準が具体的に特定されているものを計上した。 
２ アウトカム指標とアウトプット指標の区分については、①当省において一定の考え方で分類整理したものを金融庁に示し、②それに対し、金融庁において分類整理につ
いて別の考え方がある場合にはその考え方の提示を受けるとともに、金融庁による分類整理の結果を計上した。[ ]内は、当省において一定の考え方で分類整理した結果
である。 
  詳細は、「アウトカム指標とアウトプット指標の分類の考え方」参照 
３ 構成比は、小数点第二位を四捨五入した。 

 

 



基準年次 達成年次

14年3月期 15年3月期 16年3月期

8.4% 7.2% 5.2%

(26.8兆円) （20.2兆円) （13.6兆円)

ＣＭ － － －

ＣＭ － － －

ＣＭ － － －

ＣＭ

14事務年度 15事務年度

2,638億円 4,640億円

14事務年度 15事務年度

1,942億円 1,470億円

ＣＭ － － －

Ｐ － － －

　金融再生プログラ
ムに基づく措置の必
要に応じた実施
　ＲＣＣの一層の活
用
　産業再生機構との
連携

○

○

○

（今後の課題）
　金融再生プログラムに盛り込まれた措置を
着実に実行するとともに、ＲＣＣの機能の一
層の活用や、産業再生機構との連携など、産
業と金融の一体的再生に向けた取組みを推し
進めることで、平成16年度における主要行の
不良債権比率半減を実現していくことが重
要。来事務年度はそのための総仕上げの年と
して、16年９月期を対象とした特別検査の実
施や検査・監督を通じて金融機関の大口与信
管理態勢への取組みをフォローすることで、
不良債権問題の解決に向けて全力を尽くして
いく必要がある。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっており、
今後もこれまでの取組み（金融再生プログラ
ム等の諸施策の着実な実施）を進めていく必
要がある。

　15事務年度　地域金融機関も含め24行

　15年９月から16年６月末までに18件

「ＲＣＣ企業再編
ファンド」につい
ての業務委託契約
数

　ＲＣＣによる不
良債権売却実績
（バルクセール及
び証券化を目的と
したＳＰＣへの売
却）

【基本目標】
　金融機関が健全
に経営されている
こと

【重点目標】
　不良債権問題が
正常化されること

Ｃ

　破綻懸
念先以下
債権の新
規発生時

　破綻懸
念先以下
債権の新
規発生か
ら１年後
及び２年
後

－ － －

Ⅰ-
1-
(1)-
①

  主要行の
不良債権処
理の促進

　金融再生法開示
債権でみる主要行
の不良債権残高・
比率

　主要行の破綻懸
念先以下債権の処
理状況

　産業再生機構に
よる支援決定数

　ＲＣＣ(㈱整理
回収機構)による
不良債権買取実績

　企業再生（法的
再生・私的再生）

　産業再生機構へ
の意見通知等の状
況

　平成14年７月から平成15年６月末
　　　　　　　　１兆9,690億円（元本ベース)
　平成15年７月から平成16年６月末
　　　　　　　　　　3,689億円（元本ベース)

○

○

○

　15事務年度　116件

バルクセール実績

ＳＰＣ（特定目的会社）売却実績

（評価の概要）
　不良債権比率は「金融再生プログラム」
の目標に向けて着実に進捗している。ま
た、企業再生を通じた不良債権処理の取組
みも進んでいる。
　ＲＣＣを一層活用することで、金融機関
の不良債権の迅速なオフバランス化の確実
な実現や積極的な企業再生等が図られた。
　産業再生機構が一層活用され、不良債権
処理の促進という観点も含めて、産業と金
融の一体的再生が着実に進捗している。

　新規に発
生した破綻
懸念先以下
債権を原則
１年以内に
５割、２年
以内にその
大宗（８割
目途)を処
理

ＣＭ

政策評価審査表（実績評価関係)

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標
政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

ＣＭ 　主要行の
不良債権比
率を半分程
度に低下

17年
３月期

14年
３月期

　産業再生機構が支援決定等を行う場合、あら
かじめ主務大臣の意見を聴くこととされている
ことから、内容を精査のうえ適切に対応
　15年5月に開催された「産業再生機構・金融庁
連絡会」を踏まえ、金融庁と金融機関団体との
意見交換会等の場を通じて産業再生機構の活用
を促すとともに、産業再生機構との間で技術的
な点も含め意見交換会を実施
　15年9月、産業再生機構担当大臣からの要請を
受けて、金融機関に対し、我が国産業の再生と
信用秩序の維持という産業再生機構の目的を十
分理解した上で、更に一層積極的に産業再生機
構を活用するよう、文書で要請
　16年4月に開催された「産業再生機構に関する
懇話会」及び同懇話会の下に設置された事務レ
ベル会合に出席

 

主要行の破綻懸念先以下債権の状況（兆円、％） 

13 年

９月期

14 年

３月期

14 年 

９月期 

15 年

３月期

15 年

９月期

16 年

３月期

3.0 
(新規発生)

2.0 

(▲33.5%)

1.5 

(▲51.6%) 

0.8 

(▲74.7%)

0.6 

(▲81.0%)

0.3 

(▲89.9%)

 6.9 
(新規発生)

4.3 

(▲38.5%) 

2.2 

(▲68.8%)

1.2 

(▲82.1%)

0.7 

(▲89.9%)

 
  

2.0 
(新規発生) 

1.1 

(▲47.4%)

0.7 

(▲67.2%)

0.3 

(▲83.0%)

 
    

3.0 
(新規発生)

1.6 

(▲45.8%)

0.8 

(▲73.0%)

 
      

3.0 
(新規発生)

1.1 

(▲62.0%)



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標
政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

Ｃ Ｐ 　アクショ
ンプログラ
ムに基づき
遂行

15年度 　アク
ションプ
ログラム
の各項目
毎に規定

（
○

○

ＣＩ － － － （
○

○

○

（
○

○

（
○

○

○

ＣＩ － － －

　リレーションシッ
プバンキングの機能
強化に関するアク
ションプログラムの
実施
　中小企業対策との
連携

○

○

評価の概要）
　全体としては、中小企業金融の再生に向
けた取組みは更に着実に進んでいるものと
認識
　リレーションシップバンキング（間柄重
視の地域密着型金融）の機能強化は、一層
確実に図られてきており、中小企業金融の
円滑化に寄与しているものと考える。

（今後の課題）
　各金融機関の機能強化計画について各種取
組みが確実に実施され、その定着が図られる
よう、的確なフォローアップ等の監督上の措
置を適切に講じる必要がある。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっており、
今後もこれまでの取組みを進めていく必要が
ある。

創業・新事業支援機能等の強化）
　全ての銀行と７割以上の信用金庫が「産業
クラスターサポート金融会議」へ参加しこれ
を活用
　８割を超える銀行が産学官ネットワークと
の情報交換・関係強化を図っている。
　ベンチャー企業の育成支援に係る政府系金
融機関との連携強化については、約６割の金
融機関が情報交換を行っている。
早期事業再生に向けた取組み積極的取組み）
　約２割を超える銀行が企業再生ファンドの
組成・出資を行っている。
　約４割の銀行において、デット・エクイ
ティ・スワップ（債務の株式化）やＤＩＰ
ファイナンス（再建中の企業に対する運転資
金の供給）等の先進的手法を活用
新しい中小企業金融への取組みの強化）
　銀行の約７割がスコアリングモデル（信用
格付モデル）の活用による担保・保証に依存
しない融資に取り組む。
　４割を超える金融機関がローンレビュー
（貸出後の業況把握）の徹底を図る。
　財務諸表の精度が相対的に高い中小企業に
対し金利や担保・保証等に対し優遇を行う等
の融資プログラムの整備を図るため、約４割
の銀行が外部機関との連携により、銀行の約
４分の１が独自に、新商品開発・強化を行っ
ている。

【基本目標】
　金融機関が健全
に経営されている
こと

【重点目標】
　不良債権問題が
正常化されること

　アクションプロ
グラムの実施

Ⅰ-
1-
(1)-
②

　リレー
ションシッ
プバンキン
グの機能強
化

　中小企業再生支
援協議会の対応

　中小企業金融再
生に向けた取組み

　アクションプログラムに掲げられた、事務ガ
イドラインの整備、各種会議の立ち上げ、各金
融機関が策定した機能強化計画の概要に係る取
りまとめ・公表など、金融庁が実施すべきもの
とされた施策については、これまで全て実施

　ほとんどすべての銀行と７割を超える信用金
庫が中小企業再生支援協議会との連携強化・情
報交換を行っている。



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標
政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

Ｐ 　監督指針
の策定

15年度 15年度中
を目途

Ｐ － － －

Ｐ － － －

Ｐ － － －

　総合的な監督指針
（監督ハンドブッ
ク）作成・実施
　《保険》アクチュ
アリーを活用した効
果的なオフサイト・
モニタリングの実施
　《証券》オフサイ
ト・モニタリングの
運用の定着
　モニタリング・シ
ステムの整備

○

○

○

○

（今後の課題）
　オフサイト・モニタリングについて、より
精密・迅速な分析を行うとともに、分析結果
を踏まえて的確な措置を講ずる等、その充
実・強化が必要である。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっている
が、環境の変化や取組みの有効性等を踏ま
え、取組み（金融機関の財務の健全性や業務
の適切性について迅速かつ多角的に把握し、
改善を促していくための取組み）の充実・改
善や新たな施策の検討等を行う必要がある。

（
○

○

○

○

評価の概要）
　従来の財務の健全性等の観点に加え、事
務リスク、システムリスク、新たに地域貢
献等の観点も取り入れた多面的な評価に基
づく総合的な監督行政の確立が図られるも
のと期待される。
　決算分析を始めとした各種経営指標の分
析の高度化を図ることにより、オフサイ
ト･モニタリングの分析手法の改善や報告
内容の拡充が図られた。
　証券会社の業務特性を踏まえたモデルご
との分類の実施等により、証券会社自身に
よるリスク管理の強化の促進等に努めたこ
とにより、モニタリングの充実・強化が図
られ、監督行政の更なる充実が図られた。
　モニタリング・システムの整備は、監督
手法の更なる向上に寄与するものと考え
る。

　業界団体や各金融機関のコメント等を踏まえ
つつ、監督上必要な項目の追加、不必要となっ
た項目の廃止等、徴求するデータ項目の見直し
を実施

　アクチュアリーを活用し、決算分析を始めと
した各種経営指標の分析の高度化が図られた。

　監督指針の策定

　オフサイトモニ
タリングの実施状
況

　オフサイトモニ
タリングの運用の
定着状況

　モニタリング・
システムの整備状
況

　平成16年５月に「中小・地域金融機関向けの
総合的な監督指針」（監督ハンドブック）を策
定・公表

Ⅰ-
1-
(2)-
①

　効果的な
オフサイ
ト・モニタ
リングの実
施

【基本目標】
　金融機関が健全
に経営されている
こと

【重点目標】
　金融機関のリス
ク管理態勢が確立
されていること

Ｃ

　従来からの毎期の決算に基づく報告（営業報
告書等）のほか、15事務年度には証券会社の業
務特性を踏まえたモデルごとの分類を行った。



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標
政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

銀行等
協同組織
金融機関

保険会社

94 236 14

証券会社
等

政策金融機
関・郵政公社

その他
金融機関

107 5 396

ＣＩ － － － ○
○

○

○

○
○
○

Ｐ － － －

ＣＩ － － －

ＣＩ － － －

Ｐ － － － ○

○

　主要行グループに
対する深度ある検査
の一層の推進
　中小企業等の経営
実態等に即した的確
な検査の確保
　システムリスク管
理態勢の検証
　政策金融機関・郵
政公社に対する検査
の実施

○

○

○

○

（今後の課題）
　検査マニュアルの下での検査の定着、金融
機関を取り巻く環境への的確な対応等を考慮
し、各金融機関のリスク特性等に応じてメリ
ハリをつけた検査や特定のリスクに焦点を当
てた検査など、より重点的かつ機動的な検査
を実施する必要がある。
　平成17年度において、上記の検査等の実施
のため、機構定員要求を行う必要がある。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっています
が、環境の変化や取組みの有効性等を踏ま
え、取組みの充実・改善や新たな施策の検討
等を行う必要がある。

（
○

○

○

○

○

○

評価の概要）
　銀行等の検査においては、各業態固有の
リスクや個別金融機関毎のリスク特性を踏
まえた的確な実態把握を行い、各金融機関
のリスク管理上の問題点の指摘を的確に
行った結果、金融機関のリスク管理態勢の
改善に効果があった。
　特別検査対象者の大口要管理先への引当
率が15年３月期22％から16年３月期40％と
大幅に上昇するなど、貸倒引当金が手厚く
なった一方、不良債権コストは、15年３月
期1.3兆円から16年３月期0.9兆円に低下し
ており、不良債権問題の正常化が着実に進
展した。
　金融検査マニュアルの改訂により、今
後、より一層きめ細やかな中小企業等の実
態に即した検査の実施に寄与するものと考
える。
　システムリスク管理により、コンピュー
ターシステム統合時における重大なシステ
ム障害発生の抑制に寄与できたものと考え
る。
　政策金融機関・郵政公社に対する検査の
実施により、主務大臣のこれら機関に対す
る監督に資したものと考える。
　情報収集・分析態勢の強化では、業界動
向分析等の高度な分析が可能となり、その
分析結果を各検査班に伝達した結果、これ
らの情報を活用して債務者実態がより多面
的に把握されるなど深度ある検査に寄与し
た。

　通年・専担検査体制の下での検査の実施
　自己査定と検査結果の集計ベースでの格差
公表
　再建計画検証チームによる債務者企業の再
建計画の検証
　大口債務者に対する主要行間の債務者区分
の統一
　繰延税金資産の厳正な検証
　特別検査等の実施
　大口与信管理態勢検査の導入

15事務年
度

　中小企業等の経
営実態等に即した
検査の確保状況

　金融検査マニュアル別冊「中小企業融資編」
の改訂

　情報収集・分析
態勢の強化状況

　産業動向・金融情勢全般に関する多種多様
な情報の収集・分析を主たる任務とする調査
室を設置
　約１万件もの新聞・雑誌記事のリスト化を
行ったほか、主要産業９業種についての業界
動向を分析

Ⅰ-
1-
(2)-
②

　リスクに
対応した実
効性のある
検査の実施

【基本目標】
　金融機関が健全
に経営されている
こと

【重点目標】
　金融機関のリス
ク管理態勢が確立
されていること

Ｃ 　銀行等90
件、協同組
織金融機関
235件、保
険会社15
件、証券会
社等105
件、政策金
融機関・郵
政公社５
件、その他
金融機関
390件

15事務年
度

　主要行グループ
に対する検査の状
況

Ｐ

　システムリスク
管理態勢の検証状
況

　政策金融機関・
郵政公社に対する
検査の実施状況

　金融機関に対す
る検査件数

区分

実績件数

平成15検査事務年度の検査実施計画･実績件数
（単位：件)

区分

実績件数

　各機関毎のリスク特性も踏まえた的確な実態
把握を行い問題点の指摘を行ったうえ、主務大
臣に対して検査結果を報告

　コンピューターシステム統合予定金融機関の
ガバナンス及び経営陣の的確なリスク管理が促
された。



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標
政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

Ｐ － － －

銀行等 信用金庫 労働金庫

2 1 0

2 2 0

信用組合

2

1

証券会社 保険会社

1 0

0 0

ＣＭ 　各金融機
関の資本増
強計画に基
づく遂行

　各金融
機関毎に
規定

　各金融
機関毎に
規定

Ｐ － － －

Ｐ － － － ○
○
○
○

○

　早期是正措置の対象となった金融機関は、命
令に基づき、資本増強計画の提出及び実行、配
当及び役員賞与の抑制等の経営改善を行い、健
全性を回復した。

15事務年度

　主要行では、15年９月期から、繰延税金資産
に係る充実した情報開示を実施

　各国裁量事項の検討
　全銀協との意見交換会への参加
　地銀協との意見交換会への参加
　新ＢＩＳ規制の適用開始に向けた準備体制
検討会合（ＡＩＧ）への参加
　日本銀行との勉強会、意見交換会の開催

Ⅰ-
1-
(2)-
③

　早期警戒
制度、早期
是正措置制
度の的確な
運用

14事務年度

　金融機関の健全
性の回復状況

　早期警戒制度の的
確な運用と一層の拡
充
　早期是正措置の新
ＢＩＳ規制への対応

　経営改善に向けた早期の対応が必要と考えら
れる預金取扱金融機関及び保険会社に対し、原
因、改善策等について深度あるヒアリングを実
施し、必要な場合に、銀行法24条等又は保険業
法128条等に基づき報告を求めた。

14事務年度

15事務年度

系統金融機関

評価の概要）
　早期警戒制度は導入されてから間もない制
度だが、その制度の趣旨については各金融機
関に十分浸透しており、早期是正措置の対象
とならない金融機関に対しても、早め早めに経
営改善を行うインセンティブを与え、健全化に
向けた自主的努力が促されている。
　早期是正措置の対象となった金融機関は、
命令に基づき、資本増強計画の提出及び実
行、配当及び役員賞与の抑制等の経営改善を
行い、健全性を回復した。
　早期是正措置の新ＢＩＳ規制への対応につい
ては、意見交換会に参加するなど、着実に進
捗している。

（今後の課題）
　平成17年４月に予定されているペイオフ解
禁拡大を見据え、金融機関の経営のより一層
の健全性の確保に向けて、行政面における取
組みの充実に引き続き努める必要がある。
　自己資本比率規制における繰延税金資産に
関する算入の適正化については、金融審議会
金融分科会第二部会の報告書を踏まえて、具
体的な監督上の取扱いについて十分な検討を
行った上で判断していく必要がある。
　新ＢＩＳ規制への対応としては、16年秋頃
の規制素案公表のほか、新ＢＩＳ規制の３つ
の柱を踏まえた事務ガイドライン改正作業に
着手する。また、第２の柱として、規制上の
自己資本比率では十分に補足できないリスク
を含め、預金取扱金融機関が自ら適切な判断
に基づきリスクに見合った十分な自己資本を
確保しているか監督当局が検証していくこと
が求められていることを踏まえ、今後、新Ｂ
ＩＳ規制の国内実施において、早期警戒制度
のより一層の活用も含め検討を進めることが
必要。そのため平成17年度において、新ＢＩ
Ｓ規制への対応に向け機構定員要求を行う必
要がある。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっている
が、環境の変化や取組みの有効性等を踏ま
え、取組みの充実・改善や新たな施策の検討
等を行う必要がある。

014事務年度

○

○

（
○

○

○

－

15事務年度 0

　早期警戒制度の
運用状況

Ｐ －　早期是正措置等
の発動実績

－

　早期是正措置の
新ＢＩＳ規制への
対応

　自己資本比率規
制における繰延税
金資産に関する算
入の適正化状況

【基本目標】
　金融機関が健全
に経営されている
こと

【重点目標】
　金融機関のリス
ク管理態勢が確立
されていること

Ｃ



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標
政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

　資本増強
行の経営の
健全化

Ｃ Ｐ － － －
○

○

ＣＭ 　各金融機
関の経営健
全化計画に
基づく遂行

　各金融
機関毎に
規定

　各金融
機関毎に
規定

○

○

Ｃ Ｐ － － －

ＣＩ － － －

Ⅰ-
1-
(2)-
④

（今後の課題）
　より強固な金融システムの構築のために、
早期健全化法に基づき公的資金による資本増

　経営健全化計画の履行状況については、平成
15年３月期については、平成15年８月に、平成
15年９月期については同年12月に、公表。
　15年８月に、15年３月期の当期利益が経営健
全化計画対比で大幅に下振れた金融機関に対し
て、収益改善のための方策を織り込んだ業務改
善計画の提出・実施等を内容とする業務改善命
令を15件、16年６月に、上記の命令を受けたに
も拘らず、16年３月期の当期利益が経営健全化
計画対比で大幅に下振れるなど、なお経営の改
善が見られない金融機関に対して、責任ある経

　経営健全化計画の履行状況を公表すること
により自己規制が図られている。
　報告徴求、業務改善命令等を受けて、金融
機関においては、収益改善に向けた措置を策
定・実施

制の確立、収益改善のための方策を織り込んだ
業務改善計画の提出・実施等を内容とする業務
改善命令を１件発出

Ⅰ-
2-
(1)-
①

　システ
ミックリス
クの未然防
止

【基本目標】
　金融機関が健全
に経営されている
こと

【重点目標】
　金融機関のリス
ク管理態勢が確立
されていること

　経営健全化計画の
フォローアップ

強を受けた金融機関の経営のより一層の健全
性の確保に向けて、引き続き行政面における
適切な対応に努めていく必要がある。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっている
が、環境の変化や取組みの有効性等を踏ま
え、取組みの充実・改善や新たな施策の検討
等を行う必要がある。

　資本増強を受け
た金融機関の健全
化の状況

（評価の概要）
　金融機関の経営健全化計画の履行状況に
ついては、各金融機関からの報告を取りまとめ
て半期毎に公表しており、パブリック・プレッ
シャーによる自己規正が図られている。
　旧金融機能の安定化のための緊急措置に関
する法律及び早期健全化法に基づく資本増強
額の残高は約8.3兆円となっている。こうした動
きは、基本的に各金融機関の経営健全化の進
展を反映したものであると考える。

　経営健全化計画
のフォローアップ

　預金保険法第102条
の適切な運用

　りそな銀行の経
営健全化計画の履
行状況の公表

　第３号措置の対
象となった足利銀
行の状況等

　平成15年３月期については同年８月に、15年
９月期については同年12月に公表

　預金保険法第102条第１項第３号措置を講ずる
必要がある旨の認定を行うことで、通常の業務
が行われ、預金等負債については、全額保護さ
れることとなり、また、融資面についても、同
行において、善意かつ健全な借り手への融資に
ついてきめ細やかな対応が図られた。

評価の概要）
　経営健全化計画が着実に履行されるよ
う、適切にフォローアップすることで金融
機能の安定に寄与するものと考える。
　足利銀行については、第３号措置の適用
により、栃木県を中心とする地域の信用秩
序の維持に極めて重大な支障が生じること
を回避することができた。また、足利銀行
から16年６月に提出・公表された「経営に
関する計画」は、地域金融機関としてのビ
ジネスモデル、16年３月期決算を踏まえた
収益計画並びに計画達成に向けた具体的な
施策を示したものであり、第３号措置が適
用された趣旨を十分に踏まえたものとなっ
ている。

（
○

○

【基本目標】
　金融システムの
安定が確保されて
いること

【重点目標】
　金融機能の安定
に支障が生じる事
態が顕現化せず、
安定が維持され、
金融機関破綻時に
おいても混乱なく
円滑な処理が図ら
れること



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標
政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

Ⅰ-
2-
(1)-
①

Ｃ Ｐ 　法令等の
整備

15事務年
度

15事務年
度

Ⅰ-
2-
(1)-
②

（今後の課題）
（りそなグループ）
　りそなグループについては、経営健全化計
画の着実な履行を通じ、徹底的な経営改革を
図り、収益性を十分向上させていくことによ
り、経営改善が図られ、内部留保の蓄積を含
め企業価値が高められていくこととなると考
えており、引き続き、経営健全化計画が着実
に履行されるよう、厳正なフォローアップに
努める必要がある。
（足利銀行）
　足利銀行においては、「経営に関する計
画」に沿って、引き続き、経営改革を進める
とともに、地域金融の円滑化、中小企業等の
再生に積極的に取り組むこと等により、企業
価値の向上に努め、公的コストの最小化を図
りつつ、できる限り早期に第３号措置を終え
ることが重要であると考えている。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっており、
今後もこれまでの取組みを進めていく必要が
ある。

　金融機能強化のための時限的な公的資金制度
の創設を盛り込んだ「金融機能の強化のための
特別措置に関する法律案」が、平成16年６月14
日に可決・成立、関係政令・府令等とともに８
月１日に施行

　制度の検討・整
備の状況（公的資
金制度に関する
ワーキンググルー
プの開催実績）

【基本目標】
　金融システムの
安定が確保されて
いること

【重点目標】
　金融機能の安定
に支障が生じる事
態が顕現化せず、
安定が維持され、
金融機関破綻時に
おいても混乱なく
円滑な処理が図ら
れること

　金融審議会でとりま
とめ

（評価の概要）
　金融機能強化のための時限的な公的資金制
度の創設により、地域における金融機能の強
化に向けた金融機関の取組みに対して公的な
支援を行うことが可能となり、地域経済の活
性化や金融システムの安定・強化に資するも
のと考えられる。

（今後の課題）
　今後、株式等の引受け等に関する申込みが
あった場合は、法令に基づき適正に審査し、
提出された経営強化計画の公表及び計画の履
行状況の定期的な公表を行うなど適切な運用
を図っていく必要がある。
　このため、平成17年度において、所要の政
府保証枠の要求を行う必要がある。また、適
切な運用を確保していくための機構定員要求
を行う必要がある。

（端的な結論）
　現時点では成果の発現は予定されていない
が、政策の達成に向けた制度構築等が行われ
ており、引き続きこれまでの取組み（法律の
適切な運用を図る等）を行う必要がある。

　新しい公
的資金制度
の必要性な
どについて
検討し、必
要な場合は
法的措置



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標
政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

35,290件

47,885件

Ｐ － － － ○

○

○

ＣＭ － － －

全体
２人以上
世帯

単身世帯

71.9% 74.3% 63.1%

68.1% 68.4% 64.3%

＋3.8 ＋5.9 ▲1.3

全体
２人以上
世帯

単身世帯

27.7% 25.2% 36.7%

31.8% 31.4% 35.7%

▲4.1 ▲6.2 ＋1.0

ＣＭ － － －

全く知らな
い

18.6%

16.2%

22.8%

Ⅰ-
2-
(1)-
③

　ペイオフ
解禁に対す
る周知徹底

　ペイオフに関す
る認知度

Ｃ【基本目標】
　金融システムの
安定が確保されて
いること

【重点目標】
　金融機能の安定
に支障が生じる事
態が顕現化せず、
安定が維持され、
金融機関破綻時に
おいても混乱なく
円滑な処理が図ら
れること

Ｐ

　ペイオフ解禁に向け
ての情報提供

　日本郵政公社郵政総合研究所のアンケート
「金融機関利用に関する意識調査」を実施

15事務年度

　政府広報（内閣府）ホームペー
ジの「生活情報Ｑ＆Ａ」コーナー
において預金保険制度のＱ＆Ａを
掲載（平成16年１月、総アクセス
件数939件）

（評価の概要）
　アンケート調査によれば預金保険制度の認
知度が相当高くなってきており、15年度中に
おいてペイオフ解禁拡大に関し預金者に特段
の誤解や不知に基づく混乱は見られておら
ず、預金保険制度の内容について相当程度周
知が図られたものと考える。

（今後の課題）
　制度の認知度に関する調査結果等を参考に
しながら、さらに広報活動の充実を図る必要
がある。このため、平成17年度においても、
解禁拡大後の制度に係るパンフレット等の作
成のための経費の予算要求を行う必要があ
る。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっている
が、環境の変化や取組みの有効性等を踏ま
え、取組みの充実・改善や新たな施策の検討
等を行う必要がある。

パンフレット６万部、
リーフレット100万部

ポスター1.6万部、
リーフレット45万部

　金融機関や地方公共団体の関係団体に対し
て説明会を開催
　各財務（支）局が開催する財務行政懇話会
や各地方公共団体が開催する職員研修会
（130ヵ所）の機会に説明を行った。
　地方公共団体の公金取扱部署（96ヵ所）に
対し、説明を行った。

ペイオフについて「知っている」とする回答

14事務年度

15事務年度

－

平成14年12月
　　～15年５月
平成15年７月
　　～16年６月

14事務年度
　テレビ１番組、ラジオ２番組、
定期刊行物（新聞折込)１紙、新
聞５紙、週刊誌６誌

　ホームページ
「新しい預金保険
制度について｣の
コーナーへのアク
セス件数

－

－ －

平成15年

平成13年

前回比

平成15年

平成15年

平成13年

前回比

「知らない」とする回答

　金融広報中央委員会のアンケート「家計の金
融資産に関する世論調査」を実施

　預金保険制度に
関する認知度

内容まで知っている
見聞きしたことはある

80.3%

83.5%

77.1%

ＣＭ
(Ｐ)

－ －

　説明会等の実施
件数

Ｐ － －

－　政府広報の活用
実績

　ポスター、リー
フレット等の発行
部数

平成14年

平成13年



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標
政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

　円滑な破
綻処理のた
めの態勢整
備

Ｃ Ｐ － － － ○

○

○

○

Ｐ － － － ○

○

Ⅰ-
2-
(1)-
④

　名寄せデータの
是正に向けた施策
の実施状況

【基本目標】
　金融システムの
安定が確保されて
いること

【重点目標】
　金融機能の安定
に支障が生じる事
態が顕現化せず、
安定が維持され、
金融機関破綻時に
おいても混乱なく
円滑な処理が図ら
れること

　名寄せデータの正
確性の向上の確保
　関係機関等との連
携強化

（今後の課題）
　預金等定額保護下での破綻処理等を一層迅
速化するため、更なる取組みが必要であり、
今後とも、名寄せデータの正確性の向上や、
預金保険機構、整理回収機構等の関係機関と
の緊密な連携に引き続き努める必要がある。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっている
が、環境の変化や取組みの有効性等を踏ま
え、取組み(預金等定額保護下での破綻処理
を円滑に進めるため、名寄せデータの正確性
の向上や関係機関との連携を強化する等) の
充実・改善や新たな施策の検討等を行う必要
がある。

　関係機関との連
携強化状況

　検査の結果、名寄せの際に支障が生じるお
それがあると認められた点について、是正策
の報告を求めた。
　預金保険機構が名寄せのための預金者デー
タに関する不備事例をとりまとめ、その結果
を金融機関に還元し、自主点検を求めた。

　預金保険機構等との間で、名寄せに必要な
預金者データの正確性の向上のための方策や
金融機関の破綻時における初動対応について
協議を行った。
　預金保険機構との緊密な連携の下、平成16
年３月に預金保険機構の100％出資の子会社と
して「株式会社第二日本承継銀行」が設立さ
れた。

（評価の概要）
　名寄せデータの正確性の向上については、
預金保険機構と連携して預金者データの精度
の向上に努め、万が一金融機関が破綻した場
合にも速やかに預金の払い戻しが行なわれる
態勢の整備に努めた。
　関係機関との連携強化については、預金保
険機構との緊密な連携の下、今後、万一破綻
が生じた場合に第二日本承継銀行を活用する
ことが可能となり、セーフティネットに万全
を期した。
　以上のように、預金等定額保護下での破綻
処理に備え、迅速・円滑な破綻処理のために
適切な措置が図られ、金融システムの安定に
寄与しているものと考える。



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標
政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

　国際的な
金融監督基
準のルール
策定等への
貢献

Ｃ ＣＩ － － － ○

○

○

○

○

Ⅰ-
2-
(2)-
①

世界貿易機関（ＷＴＯ)、経済連携協定（ＥＰ
Ａ）
　ＷＴＯサービス分野の自由化交渉及び経済
連携協定交渉に積極的に参加

ジョイントフォーラム
　各会合において、業態横断的なリスクの統
合管理、経営リスク移転の調査や、情報開示
の状況に関する調査等に積極的に参画し、報
告書の作成に貢献

　各国際機関等に
おける各種ルール
策定への貢献状況

【基本目標】
　金融システムの
安定が確保されて
いること

【重点目標】
　国際協力を通じ
て金融機能の安定
が確保されている
こと等

バーゼル銀行監督委員会
　委員会に設置されている全ての小委員会に
専門家等を出席させ、ＢＩＳ規制の見直し作
業をはじめ、様々なルール策定や指針の確立
等の作業に積極的に参画

証券監督者国際機構（ＩＯＳＣＯ）
　ＩＯＳＣＯでの基準策定の作業等について
の実質的な意思決定機関である専門委員会を
始め、理事会及びアジア・太平洋地域委員会
のメンバーとして、また、専門委員会の下に
置かれている議長委員会や５つの常設委員会
等のメンバーとして、全ての委員会に参加
し、例えば議長委員会で証券アナリストに関
するプロジェクト・チームの議長に就任して
いた2003年９月には「セルサイド証券アナリ
ストの利益相反に対処するための原則」を策
定・公表する等、国際的な証券規制の原則策
定等に積極的に参画。

保険監督者国際機構（ＩＡＩＳ)
　執行委員会、専門委員会の他複数の小委員
会の議論に積極的に参加し、各種の原則の策
定等に積極的に貢献

（評価の概要）
　国際的なフォーラムにおいて、金融庁の積
極的な貢献により作成された基準、原則、報
告等は、各国の金融当局が行う規制・監督に
活用されることが期待される。

（
○

○

○

○

○

　バーゼル銀行監督委
員会、ＩＯＳＣＯ、Ｉ
ＡＩＳ等の国際フォー
ラムにおける国際ルー
ル策定等への積極的な
貢献

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっており、
今後もこれまでの取組み（各フォーラム等で
の議論に積極的に参画して、国際的な金融シ
ステム安定のためのルールを策定する）を進
めていく必要がある。

今後の課題）
バーゼル銀行監督委員会
　今後は、本年６月末に発表された新ＢＩ
Ｓ規制案の円滑な実施に向け、各国監督当
局との調整・情報交換を進めるとともに、
引き続き、国際的な銀行監督の枠組みや銀
行のコーポレートガバナンス等のあり方に
関する議論に積極的に貢献していく必要が
ある。
証券監督者国際機構（ＩＯＳＣＯ）
　今後は、本年２月に開始された信用格付
機関の行動規範の策定作業や、アジア・太
平洋地域における社債市場の調査の取りま
とめ等、専門委員会、理事会等の主要メン
バーとして、国際的な証券規制の原則策定
等に一層積極的に貢献していく必要があ
る。
保険監督者国際機構（ＩＡＩＳ）
　基準等の策定等に一層積極的に貢献して
いくことが必要である。
ジョイント・フォーラム
　報告書や原則等の作成を含め、各国監督
当局の業態横断的な情報交換や連携強化に
引き続き積極的に貢献する必要がある。
世界貿易機関（ＷＴＯ）、経済連携協定
（ＥＰＡ）交渉
　ＷＴＯにおけるサービス分野の自由化交
渉、及び、現在アジア諸国との間で行われ
ているＥＰＡ交渉における金融サービス分
野の自由化交渉に、引き続き積極的に参加
していく必要がある。
　以上を踏まえ、平成17年度においても、
国際会議等のための予算・機構定員要求を
行う必要がある。



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標
政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

Ｃ Ｐ － － － ○
○
○

Ｐ － － －

Ｐ － － － ○

○

評価内容

　参加者の
８～９割が
研修内容及
び水準は適
当であると
回答

平均で90点

Ⅰ-
2-
(2)-
②

今後の課題）
　新興市場国の金融システムの安定は、我
が国を含めた国際金融システムの安定にと
り、ますます重要性を増すものと考えられ
る。また、経済連携協定交渉が始まるな
ど、アジアの新興市場国との経済的繋がり
が一層強化される中で、我が国金融機関の
アジア地域内での活動を支援する観点か
ら、各国に対し我が国の技術や経験を発信
し、各国の健全かつ効率的な金融市場の発
展を支援する必要があると考えられる。こ
のような考え方に基づき、アジア、太平洋
州の新興市場国の金融規制・監督当局への
技術支援に引き続き積極的に取組む必要が
ある。
　アジア、太平洋州の新興市場国の金融当
局がそれぞれの市場の発展段階に即した規
制・監督を行っていくことを支援するた
め、研修や調査の内容を適時適切に見直し
ていくことが重要であり、研修事業の参加
者に対するアンケート調査や、新興市場国
の金融システムの現状や課題を把握するた
めの各種調査等の取組みを引き続き行う必
要がある。
　以上を踏まえ、平成17年度においては、
技術支援の内容の充実を図るべく予算・機
構定員要求を行う必要があるが、我が国の
厳しい財政事情を踏まえ、今後の取組みに
おいては、より一層効率的な技術支援を行
うよう務める必要がある。

（
○

○

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっている
が、環境の変化（アジア、太平洋州の新興市
場国の金融市場が更に発展していくことが予
想されること、またアジア諸国との経済連携
協定交渉が始まり、交渉対象国における我が
国金融機関の業務運営の円滑化を図るための
技術支援を行う重要性が高まること等）に対
する取組みの有効性等の変化を踏まえ、取組
みの充実・改善や新たな施策の検討等を行う
必要がある。

　新興諸国の金融当局
を対象とした研修事業
等の実施

（
○

○

保険監督行政研修

○証券監督者セミナー
○証券法務執行セミ
ナー
○金融情報システムの
個別問題についての派
遣研修

－ －－

14事務年度

15事務年度

評価の概要）
　研修事業は、過去に行った各種調査結果
に基づいて企画立案、実施したものであ
り、新興市場国のニーズに応えるものに
なっていると考えられる。
　保険監督行政研修では、調査結果を参考
に講義や発表、議論を効果的に組み合わ
せ、問題解決の方向性や市場重視の保険監
督行政のあり方についての理解の定着を
図ったことで、大きな成果をあげることが
できたと考える。
　このように15事務年度に行った施策は、
新興市場国の金融当局に対する技術支援、
更には我が国との連携強化に寄与したもの
と考える。

　新興市場
国の金融当
局への技術
支援

　証券監督者セミナー（15年11月実施）
　証券法務執行セミナー（15年12月実施）
　保険監督行政研修（16年３月実施）

　中国、インドネシア等アジア諸国８ヶ国に対
し、アジア諸国の金融監督制度に関する調査を
実施

　研修終了後の参
加者に対するアン
ケート調査の結果

　スリランカにて、金融情報システムについ
ての実態調査を実施
　ラオスにて、金融情報システムの個別問題
についての派遣研修を実施

実施研修（例）
ＣＭ

　金融情報システ
ムの個別問題につ
いての実態調査・
派遣研修の実施状
況

　今後の知的協力
のための実態把握
調査の状況

　新興市場国の金
融行政担当者を対
象とした研修の実
施状況

【基本目標】
　金融システムの
安定が確保されて
いること

【重点目標】
　国際協力を通じ
て金融機能の安定
が確保されている
こと等



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標
政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

　保険にお
けるセーフ
ティネット
等のあり方
についての
検討

Ｃ Ｐ － － － ○

○

○

○

○

○

○

Ⅱ-
1-
(1)-
①

　保険のセーフティ
ネット等のあり方につ
いての検討

　保険における
セーフティネット
等のあり方（「保
険に関する主な検
討課題」）につい
ての検討状況

銀行等による保険販売規制の見直し
　保険ＷＧにおける検討を８回実施
保険契約者保護制度の見直し（セーフティ
ネットのあり方についての検討）
　保険ＷＧにおける検討を４回実施
無認可共済への対応
　保険ＷＧにおける検討を４回実施
その他の検討課題
　上記のほか、保険ＷＧにおいては、「保険
会社のガバナンスのあり方」、「自然災害リ
スク等に係る責任準備金の積立ルール等の整
備」について検討を実施

（評価の概要）
　検討に関連して「① 相互会社の総代会の
運営の改善」、「② 損害保険会社における
再保険に関する経理処理等の明確化」、「③
自然災害リスクに対応した責任準備金積立
ルールの整備」の関係省令の改正等を実施し
ており、①については、今後、各相互会社に
おいて、社員自治が十分に機能するよう様々
な取組みがなされることが、②については、
重要なリスク管理手段である再保険取引の適
正化が図られることが、③については、損害
保険会社の経営の安定化のための自然災害に
係るリスク管理の強化、安全度の高い財務基
盤の構築が図られることが期待される。

【基本目標】
　国民が金融サー
ビスを適切に利用
できること

【重点目標】
　金融サービスの
利用者保護の仕組
みが確保されてい
ること

（今後の課題）

　「銀行等による保険販売規制の見直し」
については、金融審議会第二部会において
報告をまとめていただいたところであり、
この報告の趣旨を踏まえ、実務面も含めた
検討を行う必要がある。
　「保険契約者保護制度の見直し」、「無
認可共済への対応」については、保険ＷＧ
から金融審議会第二部会に対し、これまで
の検討状況が報告されたところであり、保
険ＷＧにおいては、引き続き、各論点につ
いて議論を深めていく必要がある。
　「保険会社のガバナンスのあり方」、
「自然災害リスク等に係る責任準備金の積
立ルール等の整備」についても、必要に応
じ、更に検討を加える必要がある。
　以上のことから、平成17年度において、
保険制度に係る企画立案の事務を着実かつ
効率的に遂行するため、機構定員要求を行
う必要がある。

（端的な結論）
　現時点では成果の発現は予定されていない
が、政策の達成に向け業務は適切に実施され
ており、引き続きこれまでの取組み（金融審
議会における検討等）を行う必要がある。



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標
政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

Ｃ Ｐ － － －

Ｐ － － －

13事務年度 14事務年度 15事務年度

59,075件 128,801件 180,178件

何らか知っ
ている

ほとんど知
らない

23.0% 49.0%

29.9% 37.4%

13年 15年

49.7% 50.2%

57.3% 57.3%

23.1% 24.4%

70.7% 70.6%

29.1% 30.6%

64.9% 62.3%

Ⅱ-
1-
(2)-
①-
Ａ

預金保険制度や金融商品
販売法等の利用者や消費
者を保護する仕組み

15年

－

－

－－

預貯金

－

　中学・高校生向
けの金融分野に関
する副教材の開
発・提供状況

Ｐ

　シンポジウムの
開催状況

ＣＭ
(Ｐ)

－－

－－

－－

12年

金融・経済の仕組み

金融商品

株式・債券等の証券投資

保険、年金

　株式に関する認
知度（証券投資に
関する全国調査）

ＣＭ －

ＣＭ

　「金融サービス利用者コーナー」を、ホーム
ページ閲覧者が自らの欲する金融分野の情報を
見つけやすいように項目分けし、また、新項目
も設置

　ホームページの
充実状況

　金融庁ホームペー
ジの充実
　金融知識の普及活
動・情報提供（預金
保険制度、保険、証
券投資、貸金業者等
に関する情報）
　「金融に関する消
費者教育の進め方に
ついての連絡協議
会」に参加
　預金保険制度や金
融商品等の周知を図
るためのパンフレッ
ト等の配布
　一般消費者等を対
象とした講演会の実
施
　「金融庁後援」に
よる協力（本事務年
度16件、昨事務年度
７件）
　「投資家教育プロ
ジェクトとの連携
　日々寄せられる金
融サービス利用者か
らの質問、相談、苦
情等への対応

○

○

○

○

○

○

○

○

　金融庁ホーム
ページ「金融サー
ビス利用者コー
ナー｣へのアクセ
ス件数

　金融全般に関す
る認知度（金融に
関する消費者アン
ケート調査）

ほとんど知識がないと思うとする回答の割合

（評価の概要）
　アンケートの調査結果に鑑みれば、国民の
金融・証券に関する知識は、総じて向上する
傾向にあると考えられる。

　「金融経済教育を考えるシンポジウム」を金
融庁主催では初めて開催。当日の出席者は284
名

　中学・高校生向けの副教材「インターネット
で学ぼうわたしたちの生活と金融の働き」を作
成し、金融庁ホームページに掲載。掲載以降、
平成16年６月末までのアクセス件数は69,954件

　各種金融
サービスの
特性や利用
者保護の仕
組みなどに
係る情報の
提供（金融
知識の普及
活動につい
て）

【基本目標】
　国民が金融サー
ビスを適切に利用
できること

【重点目標】
　国民が各種金融
サービスの特性や
利用者保護の仕組
みなどについて理
解していること

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっている
が、環境の変化や取組みの有効性等を踏ま
え、取組みの充実・改善や新たな施策の検討
等を行う必要がある。

　金融庁ホームページ上の「金融サービス
利用者コーナー」については、掲載内容の
整理・更新・充実等により、一層の利用促
進を図ることが課題
　文部科学省や金融関係団体との連携を
図って、金融知識の普及、情報提供の一層
の推進・充実のための諸施策を横断的に進
めていくことが重要
　金融知識の普及・推進に資する体制整備
のための機構・定員要求を行うほか、金融
経済教育を推進していくためのシンポジウ
ム開催等に係る予算の要求を行う必要があ
る。シンポジウムの開催等については、
「投資家教育プロジェクトとの連携」に係
る地域再生計画を策定している自治体と十
分連携していく必要がある。
　金融サービス利用者からの質問、相談、
苦情等については、相談等に一元的に対応
するとともに、寄せられた情報の記録・保
管・回付等を行う体制を整備することが必
要。このため、平成17年度においては、金
融サービス利用者相談室（仮称）設置のた
めの予算及び機構・定員要求を行う必要が
ある。

（今後の課題）

○

○

○

○



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標
政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

14事務年度 15事務年度

110 98

9 5

42 41

43 48

3 1

5 1

10 8

14事務年度 15事務年度

110 114

36 11

48 33

14事務年度

15事務年度

14事務年度

15事務年度

14事務年度

15事務年度

14事務年度

15事務年度

14事務年度

15事務年度

○
○

○

【基本目標】
　国民が金融サー
ビスを適切に利用
できること

【重点目標】
　国民が各種金融
サービスの特性や
利用者保護の仕組
みなどについて理
解していること

－

－－

－－

雑誌媒体

ラジオ

テレビ

その他

Ｐ －

　大臣等記者会件
数

Ｐ －Ⅱ-
1-
(2)-
①-
B

　各種金融
サービスの
特性や利用
者保護の仕
組みなどに
係る情報の
提供（広報
活動につい
て）

政府広報実績

長官・３局長

　中小企業金融に関するシンポジウム等４回
　全国の商工会議所における金融庁所管業務
説明会の実施11回
　金融検査マニュアル別冊（中小企業金融
編）の内容の説明会76回

定期刊行物等　７テー
マ：17、その他　５テー
マ：11件

Ｐ
（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっている
が、環境の変化や取組みの有効性等を踏ま
え、取組みの充実・改善や新たな施策の検討
等を行う必要がある。

○

○

○

定期刊行物等　４テー
マ：８件、その他　６
テーマ：11件

６テーマ、延べ313紙

６テーマ、延べ406紙

週刊誌４テーマ：延べ26
誌、月刊誌１テーマ：延
べ８誌

週刊誌３テーマ：延べ12
誌、月刊誌１テーマ：延
べ３誌

政府広報番組　６テー
マ、延べ11番組、スポッ
トＣＭ　１テーマ

政府広報番組　７テー
マ、延べ17番組、スポッ
トＣＭ　２テーマ

　今後とも、内外に対し正確な情報発信を
行い、金融行政について適切な理解が得ら
れるよう努める必要がある。
　金融庁ホームページについては、今後と
も掲載情報の内容の拡充及び利用者利便の
更なる向上のための改修に努める必要があ
る。また、英文ホームページの掲載情報の
より一層の充実に努める必要がある。
　ホームページへのアクセス件数の更なる
増大を目指し、金融庁ホームページのアド
レスや「アクセスＦＳＡ」のアドレスなど
の積極的なＰＲに努めるとともに、「新着
情報メール配信サービス」への登録促進に
も努める必要がある。

３テーマ、延べ６番組

４テーマ、延べ８番組

Ｃ

（今後の課題）

市場関係者等との意見交
換会回数

大臣記者会見回数

－－

論説委員等との意見交換
会回数

  金融庁ホームペー
ジの充実
　金融知識の普及活
動・情報提供（預金
保険制度、保険、証
券投資、貸金業者等
に関する情報）

○

○

　テレビ・ラジオ
出演、新聞・雑誌
等インタビュー対
応回数

（評価の概要）
　ホームページを積極的に活用することによ
り、効率的・効果的な広報展開が図られたも
のと考えらる。

新聞媒体

海外プレスに対するブ
リーフ回数

副大臣

大臣

副大臣記者会見回数

長官記者会見回数

記者説明回数



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標
政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

Ⅱ-
1-
(2)-
①-
B

Ｐ － － － ○

○

○

○

○

○

○

Ｐ － － － ○
○

○

○

○
○

○

－ －

和文ホー
ムページ

196,557

221,639
（＋12.8％)

253,800
（＋14.5％)

　金融庁ホーム
ページの拡充

　英文ホームペー
ジの充実状況

（単位：件／月間平均)

　月刊金融庁広報誌「アクセスＦＳＡ」にお
いて、「ピックアップ：中小企業金融」や
「金融フロンティア」の掲載など
　テレビスポット（「大幅な証券減税（ビデ
オレター編）」「違法な金融業者にご用
心」）の動画を掲載
　金融庁の主な施策を紹介する「政策ピック
アップ」の項目に、「中小企業金融特集」や
「いわゆる外国為替証拠金取引 ～取引者への
注意喚起等～」を追加したほか、既存の項目
である「金融検査マニュアル別冊〔中小企業
融資編〕」についても、その改訂に伴い、内
容の解説などを盛り込み改訂
　「全文検索システム」に加えて、「アクセ
スＦＳＡ記事検索システム」を新設
　トップページのコーナーについて、「トッ
プページガイド」を追加
　金融サービス利用者コーナーの中に、中
学・高校生向けの副教材を追加
　携帯端末用のコンテンツである「登録貸金
業者情報検索サービス」のモバイル版を設置

　「Inspection Manual」のコーナーを改訂
　「References & Information」コーナー中
にBanking、Securities、Insurance の中分類
を新設して情報を整理
　トップページに「Notice to User」のコー
ナーを設置
　トップページ以外では、新規追加及び更新
情報に１ヶ月間newマークの表示
　英文ホームページ用検索システムを導入
　「References & Information」コーナー中
に「Report to the Diet」（国会報告）の中
分類を新設
　英訳関係
　　ア．大臣会見 34件
　　イ．長官会見 18件
　　ウ．プレスリリース 35件
　　エ．その他（証券市場改革関係等） 11件

　和文ホームペー
ジへのアクセス件
数

ＣＭ
(Ｐ)

平成15事務年度

平成14事務年度

－

区分

平成13事務年度



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標
政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

－ －

英文ホー
ムページ

7,238

8,530
（＋17.9％)

7,598
（▲９％)

紙媒体換
算コスト

ホーム
ページ関
連予算額

（単位：
千円）

14年度 206,885 26,382

15年度 245,123 16,911

Ｃ Ｐ － － －

Ｐ － － －

Ⅱ-
1-
(2)-
①-
B

　16年1月以降、６回開催

○

○

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっている
が、環境の変化や取組みの有効性等を踏ま
え、取組みの充実・改善や新たな施策の検討
等を行う必要がある。

－－

Ⅱ-
1-
(3)-
①

　金融審議会金融
分科会特別部会等
での審議状況

　金融分野における個
人情報保護のあり方検
討

【基本目標】
　国民が金融サー
ビスを適切に利用
できること

【重点目標】
　金融分野におい
て個人情報が適切
に取り扱われてい
ること

　金融分野
における個
人情報保護
のための適
切な対応

（評価の概要）
　金融機関等においては、従業員の個人情報
へのアクセス管理・情報管理体制の整備の徹
底等を行っていないが、引き続き今後とも個
人情報の一層の厳正な管理の徹底を図るた
め、金融庁として、関連する法令や事務ガイ
ドライン、検査マニュアル等に基づき、厳正
な検査、監督を行っていくことが必要

（今後の課題）

　個人情報安全管理連絡会議を設置し、同連絡
会議の下、民間金融機関、公益法人等を所管す
る各局の担当課室長等を個人情報安全管理責任
者として位置付けた。

Ｐ 　顧客情報の取扱い・保護に関して内部管理
態勢等に重大な問題が認められた銀行に対し
ては業務改善を命ずる処分を実施
　当庁所管の業界団体等に対して、個人情報
の管理を徹底するよう事務連絡文書の発出
　金融機関等において営業部店を含む全役職
員に対し個人情報の厳正な管理を徹底するよ
う、更なる注意文書の発出
　業界との意見交換会等における注意喚起

○

○

○

○

　個人情報保護について、①秋口までにガ
イドライン等の事業者等が遵守すべき事項
等をできる限り具体的に明らかにする②年
内には、法制上の措置の必要性の議論も含
めて一定の結論を得るよう検討を進めるこ
とが必要
　金融機関において適切な顧客情報管理が
行われるよう、一層の適時適切な検査・監
督に努めるとともに、個人情報の漏洩等に
際して、内部管理態勢等に問題があると認
められた場合には、監督上厳正な対応を
行っていく。

－

平成15事務年度

平成14事務年度

平成13事務年度

　ホームページ関
連予算額とホーム
ぺージへのアクセ
ス件数を紙の配布
物に換算した場合
のコストとの比較

　金融庁における
体制の整備状況

　金融機関等にお
ける個人情報の厳
正な管理のための
対応状況

　英文ホームペー
ジへのアクセス件
数

ＣＭ
(Ｐ)

－ （単位：件／月間平均)

区分

Ｐ － － －



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標
政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

○

○

平成14年
６月末

平成15年
６月末

平成16年
６月末

約1,400社 約2,500社 4,100社超

14事務年度 15事務年度

約55,000 約97,000

ＣＭ － － －

平成13年 平成14年 平成15年

16,800 14,700 10,800

Ⅱ-
1-
(4)-
①

○

○

　目論見書の見直し
等
　ＥＤＩＮＥＴの着
実な実施

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっており、
今後もこれまでの取組み（ディスクロー
ジャーの整備・改善）を進めていく必要があ
る。

　目論見書の合理化等の措置を内容とする
「証券取引法の一部を改正する法律案」を国
会に提出（16年６月成立）
　ＥＤＩＮＥＴによる提出の義務化に対応す
るため、16年５月に証券取引法施行令や内閣
府令等の改正を実施

　証券取引
法に基づく
ディスク
ロージャー
の充実

　ＥＤＩＮＥＴに
よる開示書類等の
提出会社数

【基本目標】
　国民が金融サー
ビスを適切に利用
できること

【重点目標】
　企業内容の情報
開示が十分行われ
ていること

　法令等の整備状
況

　情報公開サー
バーへのアクセス
件数（月別）

Ｃ

全社Ｐ

　投資家保護の観点か
らのディスクロー
ジャーの継続的整備・
改善

（評価の概要）
　ＥＤＩＮＥＴによる開示書類等の提出者
数、インターネットを通じた情報公開サー
バーへの月別アクセス件数、各財務（支）局
の証券閲覧室における縦覧者数の状況は、企
業内容等の開示書類の電子化の推進による効
果を表しているものであり、これまでの取り
組みに対して一定の効果が上がっているもの
と考える。他方、アクセスの増加とともに回
線が混雑するといった状況も生じており、回
線の増強が必要となっている。

（今後の課題）
　ＥＤＩＮＥＴについては、回線の改善や
印刷機能の拡充等利用者利便につながるよ
う努めていく。また、16年６月23日の金融
審議会金融分科会第一部会報告において、
英文開示に関する対応として、「金融庁は
電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）の整
備・充実（多言語に対応した拡張型財務報
告用のコンピュータ言語」の導入等）に努
める」として言及されるなど、証券取引法
の開示制度の充実に関しても、平成17年度
において、適時・適切に法令等の整備を行
うとともに、システムの整備に取り組む必
要があるため、平成16年度に引き続き、予
算要求を行う必要がある。
　金融庁としては、今後も企業内容等の開
示書類の電子化を積極的に推進する必要が
あると考えてる。

○

○

平成16年
６月

平成13年
６月

Ｐ

約28,000

13事務年度
－－

約500社

－ＣＭ
(Ｐ)

15事務年
度

15事務年
度

　各財務(支)局の
証券閲覧室におけ
る縦覧者数

　政令等の
整備・改正

平成13年
６月末

（単位：人／年間)

平成12年

18,000超



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標
政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

14事務年度 15事務年度

７回 ２回

３回 ６回

３回

２回 ２回

Ｐ － － － ○

○

Ｐ － － －

○

○

○

○

Ⅱ-
1-
(4)-
②

総会

　（財）財務会計基準機構・企業会計基準委員
会において、平成15年10月「固定資産の減損に
係る会計基準の適用指針」等を取りまとめるた
めの議論にオブザーバーとして参加

　国際会計基準へ
の対応状況

　(財)財務会計基
準機構・企業会計
基準委員会との連
携状況

第一部会

Ｐ － －－　企業会計審議会
の審議状況

【基本目標】
　国民が金融サー
ビスを適切に利用
できること

【重点目標】
　企業内容の情報
開示が十分行われ
ていること

　会計基準
の整備を促
すことによ
る企業財務
認識の適正
化

Ｃ

　2007年以降もＥＵにおいて、日本企業が
日本の会計基準で引き続き資金調達ができ
るよう努力する必要がある。
　国際的な会計、監査、開示等の基準の策
定に係る国際会議において、我が国からの
情報発信を強化する必要があり、平成17年
度において、これらの取組み及び体制整備
のため予算・機構定員要求を行う必要があ
る。
　企業会計審議会においては、「国際会計
基準に関する我が国の制度上の対応」及び
「財務諸表の保証に関する概念整理」につ
いて、引き続き審議を行い、関連制度の整
備を図る必要がある。
　（財）財務会計基準機構・企業会計基準
委員会での会計基準、実務指針などの整備
改善について主体的な取組みを促すととも
に、国際的な対応を含めたその活動を引き
続き支援する必要がある。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっている
が、環境の変化や取組みの有効性等を踏ま
え、取組みの充実・改善や新たな施策の検討
等を行う必要がある。

　（財）財務会計基
準機構・企業会計基
準委員会の活動支援
　企業会計審議会に
よる企業結合会計基
準の整備

○

○

　平成15事務年度では、「固定資産の減損
に係る会計基準」並びに「固定資産の減損
に係る会計基準の適用指針」など４つの適
用指針及び実務対応報告が民間の市場関係
者の間で使用され、また、会計監査におい
ては、改訂中間監査基準及び９つの実務指
針が実施され、適正な財務諸表等が作成さ
れることにより、市場投資家等の保護が得
られていると考える。
　欧州委員会等に対して日本の会計基準を
引き続き受け入れることの要請を行ってき
たこともあり、2006年末までは現行の取扱
い（日本の会計基準の受容れ）が継続する
見込みとなっており、2007年以降の受容れ
について欧州委員会によって行われる国際
会計基準との同等性評価の対象に、米国基
準、カナダ基準とともに世界の主要基準の
１つとして、日本基準が含められることに
なった。

○

○

（今後の課題）

（評価の概要）

　ＥＵにおいて日本の会計基準を引き続き受
け容れることに向けた働きかけ（欧州委員
会、ＥＵ主要国に対して直接対話や書簡の発
出等による要請）を実施
　企業会計基準委員会「国際対応専門委員
会」に出席する等企業会計基準委員会の活動
を通じて、国際会計基準審議会の議論の動向
等を調査分析し、対応すべき事項を検討

企画調整部会

第ニ部会



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標
政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

Ｐ

Ｐ 　内閣府令
の改正

15事務年度 15事務年度

Ｐ － － － ○

○

○

14事務年度 15事務年度

14,978人 16,310人

Ⅱ-
1-
(4)-
③

15事務年度 　公認会計士監査制度
に関する政省令の整備○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

　「公認会計士等に係る利害関係に関する内
閣府令の一部を改正する内閣府令」（平成15
年12月25日公布、平成16年4月1日施行）
　「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
の一部を改正する内閣府令」（平成15年12月
25日公布、平成16年4月1日施行）
　「日本公認会計士協会に関する内閣府令」
（平成16年3月24日公布、平成16年4月1日施
行）
　「公認会計士試験規則の全部を改正する内
閣府令」（平成16年3月25日公布、平成18年1
月1日施行）
　「監査法人に関する内閣府令の一部を改正
する内閣府令」（平成16年3月19日公布、平成
16年4月1日施行）

（評価の概要）

　公認会計士等の独立性の強化において、
監査の適正性を確保するための公認会計士
及び監査法人の被監査企業からの独立性の
強化に寄与するものと思われる。
　監査法人等に対する監視・監督体制の強
化において、日本公認会計士協会の品質管
理レビューのモニタリングの導入などを通
じ、監査法人等の監視・監督体制の強化に
寄与するものと思われる。
　公認会計士試験制度の見直しにおいて、
社会人を含む多様な人材が受験しやすい試
験制度へ見直すことにより、監査証明業務
に従事するにふさわしい一定水準の能力を
有する監査と会計の専門家を多数確保して
いくことに寄与するものと思われる。
　受験数の増加により、一定水準の能力を
有する公認会計士が多数輩出されることに
つながっていくと思われる。

（今後の課題）
　今後も、「会計士補等実務補習規則」等、
平成18年１月１日から実施される新公認会計
士試験に係る内閣府令等の改正を行っていく
必要がある。また、平成17年度において、公
認会計士等の懲戒処分に係る調査体制の充実
強化を図るため、定員及び予算を要求する必
要があるほか、公認会計士試験実施体制の充
実強化のため、定員要求を行う必要がある。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっている
が、環境の変化や取組みの有効性等を踏ま
え、取組みの充実・改善や新たな施策の検討
等を行う必要がある。

　公認会計士等の独立性の強化に関連する所
要の規定の整備を目的とする「公認会計士法
施行令の一部を改正する政令」（平成15年12
月19日公布、平成16年4月1日施行）
　公認会計士試験制度の見直しに関連する所
要の規定の整備を目的とする「公認会計士法
施行令の一部を改正する政令」（平成15年12
月25日公布、平成18年1月1日施行）
　公認会計士試験制度の見直しに関連する所
要の規定の整備を実施

　公認会計士・監査審査会の発足に伴い、事
務の円滑な実施のため、専属の事務局を整備
　公認会計士・監査審査会の下に新公認会計
士試験実施に係る準備委員会を設置し、平成
15年８月７日以来７回に渡る検討を行い、
「改正公認会計士法における公認会計士試験
の実施について」をとりまとめた。
　金融審議会公認会計士制度部会に専門職教
育課程についてのワーキングチームを設置
し、15年８月８日以来５回に渡る検討を行
い、「専門職大学院における会計教育と公認
会計士試験制度との連携について」をとりま
とめた。

－

15事務年度

　主な内閣府令の
改正状況

　公認会計士・監
査審査会の体制整
備等の状況

－－ＣＭ　公認会計士試験
２次試験の受験者
数

　政令等の改正状
況

　政令等の
改正

　公認会計
士監査制度
の整備・改
善

Ｃ【基本目標】
　国民が金融サー
ビスを適切に利用
できること

【重点目標】
　企業内容の情報
開示が十分行われ
ていること



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標
政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

Ｃ Ｐ － － －
○

○
○
○
○

○

○

Ⅱ-
2-
(1)-
①

　預金者・保険契約者・投資家に対する説明
責任
　債務者等に対する説明責任
　忠実義務等の法令等遵守状況等
　顧客情報管理態勢等
　苦情等処理態勢等

　下記の項目を重点課題として検査を実施　利用者保
護の観点か
らの厳正で
実効性のあ
る検査の実
施

【基本目標】
　金融機関等が金
融サービスを公正
に提供しているこ
と

【重点目標】
　金融機関等の法
令遵守態勢が確立
されていること

（評価の概要）
　検査の結果、多くの金融機関において問題
のある取組みが確認され、これらの問題点に
ついては、検査の過程において金融機関の担
当者に伝えるとともに、検査結果通知におい
て的確に指摘を行うことにより、金融機関に
認識させ、さらに、その後の監督局で実施し
た銀行法第24条に基づく報告徴求等の検査後
フォローアップとリンクして、金融機関に自
主的な改善を促す効果があったものと考え
る。また、金融機関の業界団体との意見交換
会等において、検証結果判明した問題事例を
当局より伝えることにより、検査を受けてい
ない金融機関についても利用者保護の確保、
利用者利便の向上に向けた取組みの重要性に
ついての認識が広まったものと考える。

（今後の課題）

　今回の検証の結果、多くの問題事例が見
受けられたことや顧客情報の流出・漏洩が
頻発するなど、金融機関の取組みには、未
だ改善の余地があるものと考える。このた
め、今後とも引き続き、利用者保護の確
保、利用者利便の向上を促す観点から、検
査においてこれらの検証を実施する必要が
あると考える。また、こうした検証をより
深度あるものとするため、被検査金融機関
名を金融庁及び財務局のホームページ上に
公表し、広く一般から情報を受付け、これ
らの情報を参考に検査を行う必要がある。
　平成17年度において、前記の検査等の実
施のため、機構定員要求を行う必要があ
る。

　検査実施状況
（検査実施件数
等)

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっており、
今後もこれまでの取組みを進めていく（利用
者保護の観点から厳正で実効性のある検査を
実施していく）必要がある。

　検査に係る基本方
針・計画にて作成し
実施
　必要に応じて検査
マニュアルの整備・
見直しを行うなど、
利用者の視点にたっ
た検査の実施

○

○



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標
政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

14事務年度 15事務年度

１０ １７

１ ４

０ ７

１２ １０

７ ３

１４ １６

０ ５

８ １１

０ ３

０ １

５２ ７７

Ｐ － － － ○

○

Ｐ 　事務ガイ
ドラインの
整備等

15事務年度 15事務年度 ○

○

○

○

Ⅱ-
2-
(1)-
②

証券会社

保険会社

銀行等

　金融機関
等の法令遵
守に対する
厳正な対応

Ｃ

労働金庫等

信用組合

　事務ガイドライ
ンの整備等の状況

　行政処分等にお
いて行った法令解
釈の周知状況

Ｐ

　証券会社への行政処分等において行った法
令解釈の10事例について、その内容を「証券
取引法令解釈事例集」として公表するととも
に、日本証券業協会を通じて全ての証券会社
に通知
　貸金業規制法関係については、（社）全国
貸金業協会連合会に対して、行政処分を行っ
た事例について、同連合会傘下の各都道府県
の貸金業協会及びその傘下の会員（貸金業
者）への周知徹底を要請

　預金取扱金融機関関係については、金融機
関の口座管理に係る業務運営の適切性等を検
証し、行政処分を検討する際の着眼点を明確
化。また、与信取引に関する説明態勢及びそ
れを補完する相談苦情処理機能について、当
局が銀行の内部管理態勢の検証を行う際の着
眼点を類型化した。
　貸金業関係については、取立て行為規制
（威迫等による取立ての禁止）を具体化
　不動産特定共同事業関係については、不動
産特定共同事業契約の成立前の書面の交付の
際の説明方法について見直しを実施
　確定拠出年金運営管理機関関係について
は、加入者保護の観点から新たに行為準則の
解釈を明確化

信用金庫

　的確で厳正な行政
処分
　行政処分等におい
て行った法令解釈の
周知
　事務ガイドライン
のタイムリーな整
備、見直し
　業界自主規制ルー
ルの策定

　法令違反等に対
する行政処分の実
施状況

（評価の概要）
　立入検査、報告の徴求等により事実関係を
把握し、法令違反や法令遵守態勢等の問題に
対して厳正な行政処分を講じることに加え、
事務ガイドラインの整備、行政処分等におい
て行った法令解釈の公表、業界を通じた再点
検の要請や自主ルールの策定を促すことによ
り、法令遵守の取組み等が促されている。

（今後の課題）
　今後とも、立入検査、報告の徴求等を的確
に実施し実態把握に努め、法令違反等が確認
された場合には、厳正な行政処分を行うとと
もに、引き続き、行政処分等において行った
法令解釈の周知及び行政処分に係る事務ガイ
ドラインの整備等の措置を講じていく必要が
ある。加えて、業界や関係機関との情報交換
や国民への情報提供について充実を図ってい
く必要がある。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっている
が、環境の変化や取組みの有効性等を踏ま
え、取組みの充実・改善や新たな施策の検討
等を行う必要がある。

【基本目標】
　金融機関等が金
融サービスを公正
に提供しているこ
と

【重点目標】
　金融機関等の法
令遵守態勢が確立
されていること

○

○

○

○

計

抵当証券業者

商品投資販売業者

貸金業者

投資顧問業者



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標
政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

14事務年度 15事務年度

1,203 1,195

1,312 1,133

1,335 1,110

1,350 585

14事務年度 15事務年度

受付総数 受付総数

うち無登録
関係

うち無登録
関係

17,574 20,082

－ 7,476

18,087 19,905

－ 7,765

19,324 17,820

－ 6,552

18,633 19,626

5,846 4,442

14年度 15年度

85回 154回

○

○

Ⅱ-
2-
(1)-
③ ７～９月

４～６月

７～９月

１～３月

10～12月

　貸金業者
に対する的
確な監督

　苦情・相談受付
件数の推移

　貸金業の新規登
録件数の推移

○
○

○

（評価の概要）
－－ＣＭ

（単位：
件）

　登録審査の強化
　情報収集態勢の整
備
　関係省庁との緊密
な連携

－

－－　ヤミ金融等被害
防止対策会議等の
開催状況

Ｐ

－ＣＭ
(Ｐ)

（今後の課題）

　「貸金業の規制等に関する法律及び出資
の受入れ、預り金及び金利等の一部を改正
する法律」（以下、「ヤミ金融対策法」と
いう。）に基づく登録要件の厳格化によ
り、新規登録件数は減少してきており、特
にヤミ金融対策法が施行された16年１月以
降の３ヶ月間では前年同時期に比べ大幅な
減少（▲56.7％）となっている。
　財務局及び都道府県の貸金業者の監督当
局に寄せられた無登録の疑いのある者に関
する苦情・相談件数については、15年度７
～９月期をピークとして減少している傾向
がみられる。
　16年６月までに全都道府県において「ヤ
ミ金融等被害防止対策会議」等が設置され
ることとなり、ヤミ金融業者等に関する情
報の共有化及び被害の防止に向けた対応な
ど積極的な取り組みが行われている。
　貸金業者の登録内容を検索できるサービ
スは、月平均で約４万件のアクセスがある
など活発な利用状況がうかがわれる。
　以上のように、ヤミ金融対策法の目的に
則した対応が行われ、資金需要者等の保護
に寄与しているものと考えられる。

○

○

○

○

　苦情・相談件数について、最近、無登録
の疑いのある者に関する件数は減少傾向が
みられるものの、総件数は依然として多数
にのぼり、また、ヤミ金融業者の手口の巧
妙化・悪質化の傾向がみられることから、
これに対応するため、登録審査の適正な実
施、ヤミ金融問題に対する関係機関・団体
との緊密な連携、悪質な貸金業者に対する
厳正な行政処分等、引き続き的確な監督を
行っていく必要がある。
　平成17年度において、上記の監督等の実
施のため、機構定員要求を行う必要があ
る。

－－

－

４～６月

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっている
が、環境の変化や取組みの有効性等を踏ま
え、取組みの充実・改善や新たな施策の検討
等を行う必要がある。

１～３月

10～12月

（単位：
件）

Ｃ【基本目標】
　金融機関等が金
融サービスを公正
に提供しているこ
と

【重点目標】
　金融機関等の法
令遵守態勢が確立
されていること



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標
政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

Ｐ － － －

14事務年度 15事務年度

5（7） 6(8)

1（1） －

1（2） －

－ 2(10)

3(12) 2(10)

10(22) 10(28)

Ｐ ○国内証券
会社96社、
○外国証券
会社19社、
○登録金融
機関13社

15事務年度 15事務年度 ○
○
○
○
○

○

○

Ｐ － － －

14事務年度 15事務年度

147 154

495 500

42 33

Ⅱ-
3-
(1)-
①

（単位：件、（人））

Ｐ

　証券犯罪の徹底摘
発について、犯則事
件の厳正な調査を実
施
　悪質な市場仲介者
の徹底摘発につい
て、検査に係る基本
方針・計画を策定し
実施
　証券市場における
公正な価格形成等の
確保について、不審
な取引に対する迅速
な審査を実施

　取引審査実施件
数

　犯則事件の告発
件数及び告発人数

○

○

○

（評価の概要）

　国内証券会社107社
　外国証券会社17社
　登録金融機関13社
　金融先物取引業者１社
　自主規制機関２社

　犯則事件の調査・告発については、自主
規制機関である証券取引所に係る相場操縦
事案について告発を行ったほか、虚偽の有
価証券報告書等の提出についても告発を行
うなど、監視委員会の最も重要な責務の一
つである犯則事件の調査を着実に果たして
きていると考えている。これらの調査・告
発は、証券市場における不公正な取引を未
然に防止するための直接的な抑止力として
も機能していると考えられる。
　検査において、いわゆる「適合性原則」
の違反を指摘したことは、証券会社の誠実
かつ公正な営業姿勢の確保及び個人投資家
の保護に寄与するものと考えられる。
　審査活動を通じた証券市場に対する日常
的な市場監視は、不公正な取引を未然に防
止するための直接的又は間接的な抑止力と
しても機能していると考えられる。
　以上を踏まえれば、監視委員会の活動は
証券市場等における投資者の保護及び取引
の公正性の確保に寄与しているものと考え
る。

○

○

○

○

（今後の課題）－

虚偽の有価証券報告書等
提出

区分

　検査実施件数

－ ○

○
○
○

○
○
○
○

－　検査基本計画に
基づく検査状況

合計

相場操縦

インサイダー取引

風説の流布及び偽計

偽計

その他
（風説の流布等）

インサイダー取引

　監視委員会には、新たな調査・検査権限
を的確に執行することにより、証券市場に
対する信頼の向上及び投資者の保護を図る
ことが求められている。
　17年度において、課徴金制度の円滑な運
用のための体制整備を含む監視体制の充
実・強化を図るため、予算・機構定員要求
を行う必要がある。

価格形成

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっている
が、環境の変化や取組みの有効性等を踏ま
え、取組みの充実・改善や新たな施策の検討
等（急速に変貌する証券市場の様々な動きに
迅速かつ的確に対応し、証券市場に対する投
資者の信頼を確保するため、市場監視の徹底
及び体制の充実・強化を図るとともに、市場
監視の新たなツールとして導入される課徴金
制度について円滑に運用していくための体制
整備の実施等）を行う必要がある。

（単位：件）

区分

　アナリスト・レポートに係る利益相反行為
等の点検
　証券会社の投資勧誘状況の点検
　誤解を生ぜしめるべき表示行為等の点検
　実勢を反映しない作為的相場形成行為等の
点検
　法人関係情報の管理状況の点検
　過去の検査における問題点の改善状況
　金融先物取引業者等に対する検査
　自主規制機関に対する検査

Ｃ【基本目標】
　市場が公正であ
ること

【重点目標】
　証券市場におい
て取引の公正が確
保されていること

　証券市場
の公正性を
損ねる証券
犯罪及び悪
質な市場仲
介者の徹底
摘発、並び
に証券市場
における公
正な価格形
成等の確保



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標
政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

Ｃ Ｐ 　法令等の
整備

15事務年
度

15事務年
度

○
○

○

○

　監視機能の強化
に向けた対応状況

（端的な結論）
　現時点では、成果の発現は予定されていな
いが、政策の達成に向けて制度構築等が行わ
れており、引き続きこれまでの取組み（政
令、内閣府令の改正等の作業など）を進めて
いく必要がある。

　金融審議会金融分科会第一部会を計７回開
催し、市場監視機能・体制の強化について審
議。報告「-市場機能を中核とする金融システ
ムに向けて-」を取りまとめた。
　市場監視機能・体制の強化のための措置を
含む「証券取引法等の一部を改正する法律
案」を国会に提出、16年６月成立

　違反行為の抑止・法規制の実効性の強化
　証券会社等の検査の実効性・効率性の更
なる向上

　「証券取引法等の一部を改正する法律」
の成立を踏まえ、市場監視機能・体制の強
化のための体制整備（審判官、審判手続担
当部局及び調査・訴追担当部局）及び新制
度の円滑な実施に向けた政令、内閣府令の
改正等の作業を速やかに行う必要がある。
　平成17年度において、市場監視機能・体
制の強化のための体制整備（審判官、審判
手続担当部局及び調査・訴追担当部局）の
ための予算・機構定員要求を行う必要があ
る。

　監視機能の強化に向
けた検討

（評価の概要）
　「証券取引法等の一部を改正する法律」に
基づく市場監視機能・体制の強化により、以
下のような成果が期待される。

○

○

（今後の課題）

　証券市場
に対する監
視機能の強
化

Ⅱ-
3-
(1)-
②

【基本目標】
　市場が公正であ
ること

【重点目標】
　証券市場におい
て取引の公正が確
保されていること



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標
政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

14年度 15年度

5.8% 8.2%

2.1% 2.4%

13年度 14年度 15年度

個人株主
数

3,352万人 3,377万人 3,400万人

個人の株
式保有率

19.7% 20.6% 20.5%

ＣＭ － － －

51兆円 23.6% 105兆円 29.2%

株式取引
の売買代
金

対前年比 口座数 対前年比

56兆9,398
億円

186.7%増
115万

5,724講座
30%増

証券会社 58.3%

銀行等 40.3%

直販 1.4%

ＥＴＦ　　　（単位：億円（対13年７月末比))

平成13年
７月

平成15年
７月末

平成16年
３月末

1,738 2兆1,240
2兆9,833
（17.2倍)

13事務年度 14事務年度 15事務年度

1兆4,987 1兆6,275 2兆746

ＲＥＩＴ　　　　　　　　　　（単位：億円)

16年３月

1,170

Ⅲ-
1-
(1)-
①-
Ａ

【基本目標】
　我が国金融が金
融環境の変化に適
切に対応できてい
ること

【重点目標】
　多様な資金需
要・投資ニーズに
対応できる証券市
場となっているこ
と及び証券市場へ
の資金の流れが拡
大すること

　改正証取法の円滑
な施行に向けた政省
令の整備及び制度の
周知徹底等
　証券会社・投資信
託委託業者・投資顧
問業者の最低資本金
の引き下げ
　民間による個人株
主の育成・拡大に向
けた取組みに対する
支援
　新証券税制の積極
的広報及び税制改正
要望

290

37.7%

23兆2,760億円

－

株式・出資金

－

投資信託

信託元本

16年３月末

公募株式投資信託の販売額

1.3%

15年7月末

16年３月末

－

－

－

－

－

－－

61.0%

25.5％増

15年７月末比

－

（販売態別構成比）

○

○

○

○

　個人金融資産に
占める株式・出資
金、投資信託の構
成比

ＣＭ

－－

－　個人株主数・個
人の株式保有比率

ＣＭ

－

　証券仲介業の登
録件数

○

○

○

（評価の概要）
　15事務年度に行った施策については、個人
投資家が投資しやすい環境を整備することに
一定の役割を果たしたものと考えられる。

（今後の課題）

　株式市場が活況を呈するなど明るい兆し
が見られるが、諸外国と比べると、依然と
して個人金融資産に占める株式・投資信託
の割合は低い水準にあると考えられ、今後
とも不断に証券市場の構造改革に取り組む
ことが重要であると考える。
　今後とも、誰もが投資しやすい市場の整
備、投資家の信頼が得られる市場の確立、
効率的で競争力のある市場の構築に向け
て、これまでの取組みの有効性等を踏まえ
つつ、証券市場の構造改革に対する取組み
の充実・改善、税制面での対応、新たな施
策の検討等を行っていく必要がある。
　平成17年度において、新たな投資サービ
スへの対応のための予算要求を行う必要が
ある。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっている
が、環境の変化や取組みの有効性等を踏ま
え、取組みの充実・改善や新たな施策の検討
等（「貯蓄から投資へ」の流れが加速され、
証券市場が幅広い投資家の参加する厚みのあ
るものとなるような、証券市場の構造改革に
対する取組み等）を行う必要がある。

15年７月

取引高

取引高

－
14年度

　平成16年４月の登録開始以降、31件

15年度

　投資信託（公募
株式投資信託、Ｅ
ＴＦ、ＲＥＩＴ)
の取引高等の推移

ＣＭ　インターネット
取引の状況

ＣＭ

ＣＭ

　株式売買高状況
（委託売買高、三
市場合計）、及び
売買高に占める個
人の割合

　個人投資
家の参加拡
大

Ｃ



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標
政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

Ｐ 　政令等の
整備

15事務年
度

15事務年
度

○

○

○

○

ＣＭ
(Ｐ)

－ － －

　証券市場
の機能拡充

Ｃ Ｐ 　法令等の
整備

15事務年
度

15事務年
度

○

○

○

○
○
　取引所制度の検討
　資産の流動化の促
進

　15年12月から16年６月までの間に約３万４千
件のアクセス

Ⅲ-
1-
(1)-
①-
Ｂ

　個人投資
家の参加拡
大（外国為
替証拠金取
引につい
て）

【基本目標】
　我が国金融が金
融環境の変化に適
切に対応できてい
ること

【重点目標】
　多様な資金需
要・投資ニーズに
対応できる証券市
場となっているこ
と及び証券市場へ
の資金の流れが拡
大すること

Ｃ 　証券会社が外国為替証拠金取引を取り扱う
際の投資家保護等の観点に留意して、証券会
社に関する事務ガイドラインを改正
　外国為替証拠金取引を取り扱うすべての業
者を金融商品販売法の対象とするための金融
商品販売法施行令の改正
　金融審議会金融分科会第一部会において、
16年４月以降、外国為替証拠金取引に関する
規制のあり方について検討を続け、本年６月
に報告を取りまとめた。
　金融庁のホームページを活用し、外国為替
証拠金取引にかかる注意喚起を実施

　外国為替証拠金取引
への対応

（評価の概要）
　金融庁ホームページ上の「いわゆる外国為
替証拠金取引について」には、15年12月のか
ら16年６月までの間に約３万４千件のアクセ
スがなされており、投資家等に対する情報提
供に効果があったものと考える。

（今後の課題）
　外国為替証拠金取引を規制する法案成立後
は、法案の円滑な実施に向けた政令、内閣府
令の改正等の作業を速やかに行うとともに、
外国為替証拠金取引業者に対する検査・監督
体制の整備に向けて、平成17年度の予算・機
構定員要求を行う必要がある。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっている
が、環境の変化や取組みの有効性等を踏ま
え、取組みの充実・改善や新たな施策の検討
等を行う必要がある。（金融審議会における
報告を踏まえ、外国為替証拠金取引を規制す
る法案を提出する必要がある。）

　資産対応証券の
発行残高

－ＣＭ

　金融審議会金融分科会第一部会・取引所の
あり方ワーキング・グループにおいて検討
　資産の流動化の促進を図るため、信託業法
案を第159回通常国会に提出
　貸出債権譲渡の際の法人顧客情報に関する
守秘義務と情報開示の関係を明確化するよう
全国銀行協会に要請などの措置を実施

（評価の概要）
　資産の流動化の状況に加えて、今後の資産
流動化の一層の促進のため、信託業法案の国
会への提出や、貸出債権譲渡の際の顧客情報
に関する守秘義務と情報開示を明確にする旨
の全国銀行協会への要請など更なる取組みが
行われた。このように、15事務年度に行った
施策については、証券市場の機能拡充に一定
の役割を果たしたものと考える。

（今後の課題）
　取引所制度については、今回の制度整備が
真に実のあるものとするため、早期定着に向
けて、改正証取法の円滑な施行に向けた政省
令の整備及び制度の周知徹底等を行うととも
に、引き続き今回の制度整備の定着状況につ
いてフォローアップを行く。また、資産流動
化についても、信託業法案についての国会で
の審議を踏まえ、信託制度の整備の必要性に
ついて、引き続き、理解を求めていく。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっている
が、環境の変化や取組みの有効性等を踏ま
え、取組みの充実・改善（制度の早期定着に
向けてのフォローアップ）や新たな施策の検
討等を行う必要がある。

15年９月末14年９月末

２兆8,899億円 ３兆6,912億円

【基本目標】
　我が国金融が金
融環境の変化に適
切に対応できてい
ること

【重点目標】
　多様な資金需
要・投資ニーズに
対応できる証券市
場となっているこ
と及び証券市場へ
の資金の流れが拡
大すること

　外国為替証拠金
取引への対応

　取引所制度の検
討状況

－－

　金融庁ホーム
ページの「いわゆ
る外国為替証拠金
取引について」へ
の接続件数

Ⅲ-
1-
(1)-
②



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標
政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

ＣＩ － － －

○

○

○

○

○

Ｐ

○

○

【基本目標】
　我が国金融が金
融環境の変化に適
切に対応できてい
ること

【重点目標】
　金融インフラが
ＩＴ化等に対応し
たものとなってい
ること

　株式等の取引に係る決済の合理化を図るため
の所要の改正を行う「株式等の取引に係る決済
の合理化を図るための社債等の振替に関する法
律等の一部を改正する法律案」（法務省・財務
省と共管）を16年３月５日に国会に提出。同法
案は16年６月２日に可決・成立し、同年６月９
日に公布

15事務年度

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっており、
今後もこれまでの取組み（「証券市場の改革
促進プログラム」等を踏まえ、統一的証券決
済法制の完成に向けて、法令面の整備や新制
度へのス　ムーズな移行を促す施策）を進め
ていく必要がある。

　法整備の状況

　株式振替制度に関す
る法令の整備

　株式振替制度の
利用状況

（評価の概要）

　「株式等の取引に係る決済の合理化を図
るための社債等の振替に関する法律等の一
部を改正する法律」が成立したことによ
り、株式を含めた全ての有価証券について
の統一的証券決済法制が完成し、証券決済
システムの改革が大きく前進した。
　新制度に基づく清算機関の立ち上げや振
替制度の利用拡大により、現行システムか
ら新しいシステムへのスムーズな移行が行
われてきている。以上のことから、着実に
証券決済システム改革の成果が上がってい
るものと考えられる。

（今後の課題）

　民間において下記の対応がみられる。

　ほふりクリアリング（証券保管振替機構の
一般振替に係る清算機関）の稼動開始（平成
16年５月17日）
　日本銀行における新制度に基づく国債振替
決済制度への移行（15年１月27日稼動開始。
稼動開始後は全て新制度に基づいて国債が発
行されている。また、稼動開始までに発行さ
れていた国債についても99％以上が新制度へ
移行済）
　証券保管振替機構における新制度に基づく
ペーパーレスＣＰ（短期社債）の振替制度の
利用拡大（ 15年３月31日稼動開始）

　証券市場の国際競争力の維持・向上のた
めに、今後も引き続き現行のシステムから
新しいシステムへの移行に向けた取組みを
進めることが必要。「株式等の取引に係る
決済の合理化を図るための社債等の振替に
関する法律等の一部を改正する法律」の円
滑な実施を図るため、関係政省令の整備を
行う必要がある。
　政府における法制整備とあわせて、幅広
い市場関係者が結集し、決済期間の短縮化
及び市場慣行、事務処理フロー等の見直し
について検討を行い、主体的かつ積極的に
改革を推進していくことが不可欠

15事務年度法律の整備

　証券決済
システムの
改革

ＣⅢ-
1-
(2)-
①



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標
政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

Ｐ － － －

15事務年度

602件

14/9 14/12 15/3 15/6

▲10 ▲10 ▲９ ▲８

15/9 15/12 16/3 16/6

▲５ ▲４ ▲２ ＋２

（注）Ｄ．Ｉ．＝「緩い」と回答した社数構
成比－「厳しい」と回答した社数構成比

Ⅲ-
1-
(3)-
①

　中小企業
金融の円滑
化

－

　意見交換会等での
要請
　貸し渋り・貸し剥
がしホットラインの
活用

○

○

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっている
が、環境の変化や取組みの有効性等を踏ま
え、中小企業金融の円滑化に向けた取組みの
充実・改善や新たな施策の検討等を行う必要
がある。

○

○

○

（今後の課題）

　中小企業金融の円滑化に向けて、中小企
業を含む健全な取引先に対する資金供給の
一層の円滑化に努めることなどについて、
金融機関との意見交換等の場において引き
続き要請するとともに、「貸し渋り・貸し
剥がしホットライン」に寄せられた情報の
十分な活用に努めるほか、検査マニュアル
別冊〔中小企業編〕の周知徹底を図り、同
別冊に基づく中小企業の経営実態に即した
的確な検査に努めるなど、適時適切な施策
を行う必要がある。
　平成17年度において、上記の検査等の実
施のため、機構定員要求を行う必要があ
る。

○

○

（評価の概要）

　各金融機関の代表者等に対し要請するこ
とで、中小企業金融の円滑化を促した。
　貸し渋り・貸し剥がしホットラインに寄
せられた情報を検査・監督に活用すること
で、中小企業金融の円滑化を促した。
　金融機関の「中小企業に対する貸出態度
判断D.I.」は＋２と、15年第１四半期から
６四半期連続して改善し、９年９月調査
（＋９）以来６年９ヶ月振りにプラスと
なったところ

－

　意見交換会等で
の要請状況

－ＣＭ

885件

14年10月～15年６月

　金融機関代表者との意見交換会（年末、年
度末）において、金融担当大臣から、民間金
融機関及び政府系金融機関の代表者に対し、
健全な中小企業への資金供給の円滑化を要請
　金融庁と金融機関団体との意見交換会（原
則毎月開催）において、金融庁幹部から、各
金融機関の代表者等に対し、健全な中小企業
への資金供給の円滑化を要請

○

○

－－Ｐ

【基本目標】
　我が国金融が金
融環境の変化に適
切に対応できてい
ること

【重点目標】
　企業金融が円滑
に行われること

Ｃ

－　中小企業に対す
る貸出態度判断
Ｄ.Ｉ.（日銀短
観）

　 「貸し渋り・
貸し剥がしホット
ライン」情報の受
付件数



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標
政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

　「規制改革推進
３か年計画」の着
実な実施状況

Ｃ

今後の実施時期を明示

１５年度に措置

１４年度までに措置

当庁関連項目数

各項目毎
に規定

各項目毎
に規定

　各項目の
実施内容・
時期に従い
遂行

Ｐ　規制改革
推進３か年
計画（再改
定）の着実
な実施

Ⅲ-
2-
(1)-
①

　金融市場の活性化
　金融機関の経営効
率の向上等に向けた
各種規制の見直し

○
○

（評価の概要）
　当庁関連の規制改革の検討項目について
は、平成15事務年度においても着実に措置を
講じるとともに、未だ措置を講じていない項
目に関しては、上記の３か年計画の中で今後
の実施時期を明示したところ。こうした取組
みにより、顧客の利便性の向上等が図られる
と同時に、金融機関が自らの判断に基づき効
率的な企業活動を行うことにも貢献したもの
と考える。

（今後の課題）
　「規制改革・民間開放推進３か年計画」に
記載された各項目について、明示した実施予
定時期までに必要な措置を講じるとともに、
構造改革特別区域における規制の特例措置の
新たな提案、地域再生における支援措置の提
案も考慮しながら規制改革を進める必要があ
る。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっている
が、環境の変化や取組み（規制改革・民間開
放に向けた取組み）の有効性を踏まえ、取組
みの充実・改善や新たな施策の検討等を行う
必要がある。

44件

16件

54件

114件

【基本目標】
　金融機関の企業
活動が活発に行わ
れていること

【重点目標】
　自らの判断に基
づき効率的な金融
機関の企業活動が
行われること



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標
政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

○

○

○

　検査マニュアル、
事務ガイドラインの
公表
　金融行政の広報の
充実

　当庁からのアンケートやホームページ等
を通じて行ったパブリックコメントといっ
た情報発信等を通じて広くご意見等を募集
した結果、より一層中小・零細企業の実態
に即したマニュアル別冊の改訂が可能と
なった。
　金融検査マニュアルの公表により、財務
局を含めた金融行政全体の透明性の向上の
みならず、金融機関やその借り手の金融検
査に対する正しい認識を深め、金融機関等
の自己責任に基づく経営を促すことに資す
るものと考える。
　事務ガイドラインや監督指針の改正等の
都度公表を行うことにより、財務局を含め
た金融行政全体の透明性の向上のみなら
ず、金融機関等の自己責任に基づく経営を
促すことに資するものと考える。
　法令適用事前確認では、平成15事務年度
における回答実績が前事務年度より５件増
加し、照会者のみならず、広く一般にも法
令抵触の予見可能性が高まったと考える。
また、法令適用事前確認細則の改正によ
り、照会者の利便性が向上したものと考え
る。
　行政指導等を行う際の留意点等を監督指
針や事務ガイドラインに明記したことによ
り、行政指導等のあり方に関する職員の自
覚は一層高まるものと期待され、財務局も
含めた金融行政全体として一層透明・公正
な行政の推進に資するものと考える。

○

○

（評価の概要）

○

○

○

○

○

Ｐ ○

○

○

○

○

○

○

○

　マニュアル別冊の改訂にあたっては、平成
15年10月に「金融検査マニュアル別冊〔中小
企業融資編〕改訂検討会（ＰＴ）」を設置
し、７回に及ぶ検討を行ったほか、借り手サ
イドを含め、幅広く意見を聴取（アンケート
約4,000 先、ヒアリング先約250先）しまし
た。また、15年12月22日から16年１月21日ま
で（１ヶ月間）の間、「金融検査マニュアル
別冊〔中小企業融資編〕等の改訂（案）につ
いて」に対するパブリックコメントを募集
し、おおよそ45先から寄せられた240件の御意
見等を踏まえ表現等の改善を行い、16年２月
26日に検査官宛通達として発出し、あわせて
即日公表した。
　マニュアル別冊については、金融機関に対
し、金融庁と金融機関団体との意見交換会の
場において別冊の周知を図るとともに、財務
局において金融機関向け説明会を40回（延べ
989機関）にわたり実施
　別冊改訂案に対するパブリックコメントに
おいて、日本商工会議所等の５団体から中小
企業の実態に即した内容となっている等の評
価が寄せられており、さらに、改訂後におい
ては、検査モニターを通じ、金融機関からマ
ニュアル改訂に係る公表等を評価する意見
が、合計29件届いている。
　別冊について解説したパンフレット・チラ
シの配布（各金融機関の店舗等への設置や地
域再生タウンミーティングでの配布等）
　政府広報の活用
　商工会議所・商工会等における説明会を開
催
　ホームページの内容を図表を使うなどし
て、より借り手に分かりやすい内容に変更し
たほか、16年２月の同別冊改訂版の公表に伴
い、その概要や借り手向けに作成したリーフ
レット等をホームページ上において公表
　事務ガイドライン改正（30件）及び、「中
小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」
を策定し公表
　法令適用事前確認細則に基づく照会に対
し、回答後速やかに、照会内容、回答内容を
当庁のホームページ上に公開

－－Ｃ 　情報発信及びそ
の後のご意見等の
状況

Ⅲ-
2-
(1)-
②

－【基本目標】
　金融機関の企業
活動が活発に行わ
れていること

【重点目標】
　自らの判断に基
づき効率的な金融
機関の企業活動が
行われること

　金融行政
の透明性の
向上に向け
た情報発信

（今後の課題）
　今後とも、検査マニュアルの策定・改訂
に当たっては、適切に情報発信していく必
要がある。
　事務ガイドラインの改正等を行った場合
には、引き続き、速やかにその趣旨、内容
を公表することによって、行政の透明性を
確保する必要がある。
　ノーアクションレター制度については、
今後、更に金融分野における新商品・サー
ビスの創出が活発に行われることが予想さ
れ、照会に対して引き続き適切に対応して
いく必要がある。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっている
が、環境の変化や取組みの有効性等を踏ま
え、取組みの充実・改善や新たな施策の検討
等を行う必要がある。



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標
政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

Ⅲ-
2-
(2)-
①

　信託業の
あり方につ
いての見直
し

【基本目標】
　金融機関の企業
活動が活発に行わ
れていること

【重点目標】
　新規参入を通じ
て競争が促進され
ていること

Ｃ Ｐ 法律の整備 15事務年
度

15事務年
度

Ｃ

Ｐ － － －

○

○

Ⅲ-
3-
(1)-
①

　今後も対象となる金融機関等の範囲を拡
大して、意見交換会及び研修会等を積極的
に実施していく必要がある。
　金融庁の疑わしい取引に関する情報の整
理・分析能力を強化する必要があるととも
に、捜査機関等が金融庁から提供を受けた
情報をどのように利用しているのかを知る
必要があるので、捜査機関等の法執行当局

【基本目標】
　金融機関等が犯
罪に利用されない
こと

【重点目標】
　金融機関等がマ
ネー・ローンダリ
ング及びテロ資金
供与に利用されな
いこと

　マネー･
ローンダリ
ング対策及
びテロ資金
対策の強化

○

○

　研修会及び意見交
換会の実施
　外国ＦＩＵ及び国
際機関との連携強化

○

○
　「疑わしい取引の届出制度」についての
金融機関等の意識向上に努めたこともあ
り、金融機関等からの疑わしい取引の届出
件数も増加し、情報の質も一定の向上が見
られる。
　本政策を踏まえると、マネー・ローンダ
リング対策及びテロ資金対策の強化に貢献
しているものと考える。

（今後の課題）

（評価の概要）

　ＦＡＴＦにおける40の勧告（ＦＡＴＦが策
定したマネー･ローンダリング対策の国際的な
基本的枠組み）の実施状況の監視等に積極的
に関与するとともに、平成16年１月にはワー
キンググループの会議を日本にて開催し、マ
ネー･ローンダリング対策及びテロ資金対策に
おける国際的な評価基準の策定に積極的に参
画
　外国ＦＩＵとの情報交換を円滑に行うた
め、情報交換の枠組みについて外国ＦＩＵと
積極的に協議を行い、平成15年12月には大韓
民国ＦＩＵとの間で、情報交換取極を締結

○

○

－－ 　国内各地において、対象となる金融機関等
の範囲をそれまでの銀行、信用金庫、信用組
合及び証券会社から新たに労働金庫等にまで
拡大して「疑わしい取引の届出」研修会及び
意見交換会を実施
　関係法執行当局と随時意見交換を実施

　研修会及び意見
交換会の実施

－Ｐ

○

○

　外国ＦＩＵ及び
国際機関との連携
強化

　受託可能財産の範囲の拡大、信託業の担い手
の拡大、信託サービスの利用者の窓口の拡大等
を目的とする信託業法案第159回通常国会に提
出。同国会の会期末に閉会中審査案件とされ
た。

　信託業法等の整
備状況

　金融審議会での検討
結果のとりまとめを踏
まえ、所要の法案を提
出

（評価の概要）
　「信託業法案」は、受託可能財産の範囲を
知的財産権を含め財産権一般に拡大すること
や、現在、金融機関に限定されている信託業
の担い手を金融機関以外の者に拡大すること
を基本的な内容としており、金融機関以外の
多様な者が新たに信託業に参入することによ
り、「新規参入等を通じた競争の促進」とい
う重点目標の達成にも資するものとなってい
る。

（今後の課題）
　信託業法案についての国会での審議を踏ま
え、信託制度の整備の必要性について、引き
続き、理解を求めていくことが必要

（端的な結論）
　現時点では成果の発現は予定されていない
が、政策の達成に向けた制度構築等が行われ
ており、引き続きこれまでの取組みを行う必
要がある。



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標
政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年

7242件 12,372件 18,768件 43,768件

※

１-
(1)-
①

　専門的研
修の実施

Ｃ Ｐ 36コース 15事務年
度

15事務年
度

○

○

　金融環境に応じた
研修の実施
　通信研修の導入

ＣＭ 　おおむね
９割

15事務年度 15事務年度

との意見交換を行う必要がある。
　平成17年度において、届出情報をデータ
ベース化し分析するために活用している現
行システムの維持、運用及び処理能力を高
めるとともに、増加する届出件数に対応す
るため、予算（機構定員）要求を行う必要
がある。
　今後もＦＡＴＦ等の国際会議に積極的に
参加するとともに、より多くの外国ＦＩＵ
との間で情報交換の枠組みを合意して、情
報交換を進める必要がある。

○

○

　専門性の高い人
材の育成

以下、業務支援基盤整備に係る政策

　受講後の感想として「全般的にみて良かっ
た。」、「各科目別に見ても概ね理解でき
た。」としており、同様に「今後の業務を遂行
するうえで効果がある。」と回答している。

（評価の概要）
　研修後に実施したアンケ－ト結果や15事務
年度より導入した通信研修の簿記１級コース
については、業務が繁忙であるなか、概ね６
割の研修生が修了したことなどから、職員の
専門知識の育成に役立っているものと考え
る。

（今後の課題）

　一般研修として、金融庁の業務等の基本的
な知識を習得するための研修のほか、新任係
長研修、新任総務係長研修、秘書業務研修、
メンタルヘルス研修、公務員倫理研修を実施
　基礎研修として簿記、英会話研修、パソコ
ン研修、庁内ＬＡＮ研修、文書管理システム
研修、申請届出システム研修、情報セキュリ
ティポリシー研修を実施
　専門研修として、当該業務の担当者を対象
とした業務内容別、職員の職務経験別研修、
デリバティブ研修、リスク管理研修を実施
　通信教育として、簿記１級コース、証券ア
ナリストコースを実施

　今後も金融業務の高度化等に的確に対応
し得るように研修手法を検討し、効果的か
つ効率的な研修実施態勢の実現に向けた取
組みを進めていくことが重要
　平成16年度から金融庁の新規業務とな
る、公認会計士や監査法人等に対する検査
業務について、当該検査にかかる専門的知
識の付与を目的とした研修を庁内各局から
の意見聴取の結果等を踏まえて新設するな
ど、適切な研修を実施していく必要があ
る。
　15事務年度から導入した通信研修につい
ては、16事務年度より公認会計士資格試験
コ－スを新設するとともに、17年度におい
ても更なる拡充のための予算要求を行う必
要がある。

○

○

○

（端的な結論）
　政策の達成に向け成果が上がっている（疑
わしい取引の届出件数は年々増加し、情報の
質にも向上が見られる）が、環境の変化や取
組みの有効性等を踏まえ、取組みの充実・改
善や新たな施策の検討等を行う（金融機関等
により深い協力・理解を得られるように意見
交換会・研修会等を実施し、また、国際的な
協力体制の推進を図るため、国際会議に積極
的に参加する）必要がある。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっている
が、環境の変化や取組みの有効性等を踏ま
え、取組みの充実・改善や新たな施策の検討
等（金融環境の変化に的確に対応すべく、効
果的かつ効率的な研修の実施）を進めていく
必要がある。

○

○

○

○

　15年中の総届出件数の68.7％に当たる
30,090 件の届出に係る情報が、捜査機関等に
おいて犯罪捜査等に資すると認められ、活用
されている。

－－　金融機関等から
の疑わしい取引の
届出件数

　研修実施状況

　研修後のアンケ
－ト調査結果「全
体的によかった」
「効果がある」と
回答する割合

－Ｐ



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標
政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

２-
(1)-
①

　行政手続
きのオンラ
イン化の推
進

Ｃ Ｐ － － － ○

○

13年度 14年度 15年度 合計

4 652 742
1,398／

　　1,398

　国民サービス向
上のための行政の
情報化

100%整備ＣＭ　申請・届出等オ
ンライン化実施済
手続き数

　基盤整備等の状
況

15年度13年度

（評価の概要）
　金融庁に対して行われる申請・届出等手続
のオンライン化の実施は、申請者等の利便性
の向上に寄与するものであり、今後、オンラ
イン申請が定着することによりその効果がさ
らに高まることが期待される。

（今後の課題）
　電子政府の構築は、国民の利便性の向上と
行政運営の簡素化、効率化、信頼性及び透明
性の向上に資するため、金融庁としても電子
政府構築計画等に則し、引き続き電子政府の
実現に向けた行政情報化の推進に努めていく
必要がある。行政手続きのオンライン化の推
進に関しては、今後は、「行政情報の電子的
提供業務及び電子申請等受付業務の業務・シ
ステム見直し方針」に則り必要な措置を講ず
るとともに、広報誌・関係団体等を通じオン
ライン利用が可能な手続きやその利用方法を
周知するなどにより、オンライン利用の普及
向上に取り組む必要がある。
　平成17年度において、「金融庁電子申請・
届出システム」の運用・保守のための予算要
求を行う必要がある。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっている
が、環境の変化や取組みの有効性等を踏ま
え、取組の充実・改善や新たな施策の検討等
を行う必要がある。

　申請・届出等手続き
のオンライン化

　電子申請・届出システムの運用時間を原則
24時間365日となるようシステム基盤を整備
　申請者等が利用しやすいシステムを開発
（体験版の整備、手数料等の電子納付、代理
人による申請・届出、連名による申請・届
出、電子公文書発行）



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標
政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

○

○

○

○

○

○

○

２-
(2)-
①

　行政事務の電子
化の整備状況

　行政事務
の電子化

Ｐ　行政事務の効率
化のための情報化

－Ｐ ○

○

○

○

　業務・システムの分析・評価、最適化計画
の策定にあたり、情報化統括責任者（ＣＩ
Ｏ）補佐官を３名採用
　オフサイト・モニタリングを行うためのコ
ンピュータ・システムの改良
　金融検査監督データシステムについて財務
事務所までシステム展開を行ったほか、証券
行政に対応する機能の追加を行った。
　証券総合システムを整備

－－

（今後の課題）

　ＩＴ関連の庁内に
おける体制整備
　モニタリング・シ
ステムの整備
　金融検査監督デー
タシステムの整備
　証券総合システム
の整備

○

○

○

○

（評価の概要）

　情報システムの調達に係る仕様・見積り
等において、情報化統括責任者（ＣＩＯ）
補佐官が検証・評価し、セキュリティ監査
等の実施にあたり、情報化統括責任者（Ｃ
ＩＯ）補佐官が確認し助言する体制を整え
た。
　 モニタリング・システムの整備によ
り、迅速なデータ処理ができるようになる
ことに加え、財務事務所での地域金融機関
への深度あるモニタリングをよりタイム
リーに行うことが可能となった。これらの
モニタリング・システムの整備は、監督手
法の更なる向上に寄与するものと考える。
　 金融検査監督データシステムの整備に
おいて、これまでシステムが未整備であっ
た証券行政についてシステム開発を行った
ことにより、各計数の集計作業・資料作成
が効率化され、資料の分析に重点を置くこ
とができるようになった。
　証券総合システムの整備において、従来
手作業で行っていた分析データの作成作業
等をシステム化することにより、高度な分
析を迅速に行えるようになり、業務の効率
化が図られた。

　ＩＴ関連の庁内における体制整備につい
ては、情報化統括責任者（ＣＩＯ）補佐官
を採用し、庁内の関係部局との連携のもと
で推進体制を敷いたところ。今後この体制
の実効性を確保することに努める。
　当庁の主要な業務・システムについて
は、情報化統括責任者（ＣＩＯ）補佐官の
支援を受けつつ、中長期的視野に立って時
代の変化を見据えた見直しを行い、「業
務・システム最適化計画」の策定に取組
む。
　平成17年度において、「業務・システム
最適化計画」の策定のための予算要求を行
う必要がある。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっている
が、環境の変化や取組の有効性等を踏まえ、
取組の充実・改善や新たな施策の検討を行う
必要がある。



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標
政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

Ｐ － － － ○

○

　『金融研究研修センター・ワークショッ
プ』と称した勉強会を３回開催
　外部講師を招聘し、主に金融経済の最前線
にあたる内容をテーマにした勉強会を31回開
催

○

○

○

○

○

○

○

○

（今後の課題）

　職員の専門性・先見性向上を図っていく
ためには、研究成果の庁内へのフィード
バック・関係部局との相互交流は引き続き
重要であり、より一層充実していくことが
必要であると考えている。そして、平成17
年度において、研究会開催の充実化のた
め、予算要求（金融研究会関係経費の増額
要求）を行う必要がある。
　今後、民間との情報交流をより充実させ
ていくことが重要
　学識経験者（大学教授）であるセンター
長の専門的知見に基づく指導を受けること
により、研究活動の更なる向上、国内外の
学界との交流の進展を図っていく必要があ
る。

　平成15事務年度は、研究成果として、合
計11本の研究論文を取りまとめ、金融庁
ホームページに全文公開するとともに、印
刷物を研究機関、主要大学図書館等約500
箇所に配布した。これにより、金融環境に
応じた、学術的にも行政上も意義のある有
益な研究を実施できたと考えられ、対外的
にも幅広く周知し議論を喚起することがで
きたと考える。
　ワークショップの開催については、研究
成果に対する庁内職員の理解が促進された
と考える。研究会の開催では、庁内一般職
員が自由に参加できるため、学界・実務界
の最新情報に接し議論に参加できる身近な
機会として有益であったと考える。
　昼休みを利用した勉強会は、外部講師か
ら最先端の理論や実務経験を踏まえた講話
を聞き議論することを通じて、視野を広げ
幅広い分野の知識を得られる貴重な機会と
なっていると考える。
　バーゼル銀行監督委員会では、研究官や
特別研究員が、高度な専門能力を活かし、
当庁を代表して参加しており、国際会議に
おける当庁の存在感を高めることに貢献し
たと考える。
　以上から、研究成果の関係部局への
フィードバックの面では、十分な成果が
あったと考える。ワークショップ・研究会
や各種勉強会では、職員の専門性・先見性
向上の機会が提供され、また関係部局との
相互交流も促進されたと考える。

○

○

○

○

Ｐ

　企業再生に関する法整備の進展を踏まえ、
15事務年度は、「『倒産関連法制の機能の検
証と企業の資金調達行動への影響』研究会」
を計７回開催し、論文「倒産処理法制改革の
インパクト－再建着手の早期化促進の効果
を、イベント・スタディによって検証－」を
とりまとめて公表
　信託に関する研究を行い、15事務年度は、
論文「信託の成立要件をめぐる一考察－最一
小判平14・１・17 を起点として－」をとりま
とめて公表
　金融工学理論による分析・研究を行い、15
事務年度は、２本の論文「信用リスクモデル
の評価方法に関する考察と比較」、「財務指
標の時間依存を考慮した信用リスク評価モデ
ル－デフォルト予測への応用」をとりまとめ
て公表
　生命保険会社の今後のあり方について、業
務・財務・組織など多面的な視点から、論点
を整理し分析・考察を行う研究を実施

－－－ 　「金融コングロマリット活動と規制」を
テーマとする研究を実施。15事務年度は、２
本の論文「金融コングロマリットと伝染効
果」、「金融コングロマリットと範囲の経
済」をとりまとめて公表し、「金融コングロ
マリット研究会(第二期)」を計５回開催
　「電子金融取引への対応」をテーマとする
研究を実施。15事務年度は、３本の論文「手
形・小切手の電子化（ペーパーレス化）をめ
ぐる法的研究」、「韓国における電子金融法
制」、「電子マネーの将来とその法的基盤」
をとりまとめて公表し、「電子決済システム
リスク研究会」を計６回開催
　「諸外国の金融制度等」をテーマに、米
国、欧州等の金融制度に関する網羅的な研究
を実施。15事務年度は、「外国金融制度ワー
クショップ」を計３回開催し、２本の論文
「フランス・オランダの地域金融システム－
欧州における「リレーションシップ・バンキ
ング」の実態と日本への示唆－」、「米国の
地域コミュニティ金融－円滑化策とそれが機
能するための諸条件－」をとりまとめて公表

　専門性の
高い調査研
究の実施

２-
(3)-
①

　調査研究の実施
状況

　金融行政の専門
性向上のための情
報収集・分析

Ｐ

　庁内へのフィー
ドバックの状況

○

○

○

（評価の概要） ○

○

　金融環境に応じた
調査研究の実施
　庁内へのフィード
バックの充実



基準年次 達成年次

指標
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目標値
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２-
(3)-
①

○

○

○

Ｐ － － －

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっている
が、環境の変化や取組みの有効性等を踏ま
え、取組みの充実・改善や新たな施策の検討
等を行う必要がある。（今後、いままで以上
に質が高く、より金融環境に応じた研究を実
施し、職員の専門性・先見性の向上を図って
いくためには、民間との情報交流をより充実
させ、庁内へのフィードバック・関係部局と
の相互交流の一層の充実を図り、また、セン
ター長の専門的知見に基づく指導のもと活動
を行っていく必要がある。）

　バーゼル銀行監督委員会リサーチタスク
フォース(内部格付検証部会)、バーゼル銀行
監督委員会リサーチタスクフォースの国際会
議に参画し、研究者としての知見を提供
　最新の金融実務（金融商品のプライシング
等）に関する勉強会の開催
　法令・制度に関する専門的な助言、最新の
金融【随時】

○

○

○

○

○

○

○

○

Ｐ　金融行政の専門
性向上のための情
報収集・分析

（評価の概要）　合計11本の研究論文（ディスカッション・
ペーパー）を公表し、金融庁ホームページに
全文を公開。印刷物を研究機関、主要大学図
書館等約500箇所に配布
　各種学会（日本社会情報学会、日本金融学
会、経営情報学会、情報ネットワーク法学
会）での報告
　韓国で開催された国際コンファレンスへの
参加
　国際会議（バーゼル銀行監督委員会リサー
チタスクフォース）への参画
　第1回アドバイザー会合の開催
　大学等への講師派遣
　金融庁ホームページ上の月刊広報誌への金
融に関するトピックス（金融フロンティア）
の連載（計７回掲載）

　研究論文の公表により、多岐にわたる研
究成果を対外的に幅広く発信し、議論を喚
起することができたと考える。
　各種学会報告により、研究成果の対外発
信・議論の喚起が促進されたと考える。
　国際コンファレンスへの参加により、日
本の金融の現状や政策にかかる情報の海外
への発信や、金融研究研修センターの国際
的アピールが図られ、情報発信機能の拡充
にも貢献できたと考える。
　国際会議等への参画により、研究官の専
門的知見の提供、金融研究研修センターの
国際的アピールができたことから、情報発
信に貢献できたと考える。
　第１回アドバイザー会合の開催は、一つ
の重要な情報発信機能としての役割を果た
していると考える。
　大学等への講師派遣により、大学生等に
対して金融に関する知識を付与し、金融に
おける今後の課題等に対する意識を喚起す
ることができたと考える。
　「金融フロンティア」の連載は、金融に
関する最先端のものであるとともに、研究
論文に比べると平易で読みやすい内容・表
現であることから、金融について国民一般
の方に広く関心を持っていただく機会にも
なったと考える。
　以上から、15事務年度は、研究成果や金
融に関する課題等、様々な情報を対外的に
発信し、情報発信機能の拡充が図られたと
考える。

　金融研究研修セ
ンターの情報発信
状況

　金融研究
研修セン
ターの機能
拡充

２-
(3)-
②

○

○

○

○

○
○
○

　金融研究研修セン
ターの情報発信機能の
拡充



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標
政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

○

○

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっている
が、環境の変化や取組みの有効性等を踏ま
え、取組みの充実・改善や新たな施策の検討
等を行う必要がある。（情報発信機能の一層
の拡充を図るためには、センター長の専門的
知見に基づく指導のもと、国内外への情報発
信を積極的に行っていく必要がある。）

（今後の課題）

　職員の専門性・先見性向上をより一層
図っていくためには、金融環境に応じた、
質の高い研究を多様な分野にわたり実施
し、一層充実していくことが必要であると
考えてる。そのためには、金融庁の外部に
おいても活発な議論を喚起することが不可
欠であることから、その前提となる、情報
の対外発信については、今後とも引き続
き、センター長の指導のもと積極的に行っ
ていく必要がある。
　平成17年度において、研究成果公表の充
実化のための予算要求（研究論文公表関係
経費の増額要求）及び国際コンファレンス
開催のための予算要求（経費の増額要求）
を行う必要がある。

２-
(3)-
②



【別添２】 

 

 

表１         実績評価方式を用いた評価の対象とする政策 

府 省 対象とする政策の範囲 対象とする政策の単位 政策数 

金融庁 
金融庁の主要な政策につ

いて実績評価を実施 

 主要な政策について、各分野ごとに評価 
38 政策 

（注） 金融庁の基本計画に基づき当省が作成した。 

 

 

表２       「達成すべき目標」及び「測定指標」の設定状況 

府 省 「達成すべき目標」の設定状況 「測定指標」の設定状況 

金融庁 

 

 

 

○「基本目標」、「重点目標」（38） 

 

 

 

 ○ 評価対象とした政策（38 政策）ごとに、政策

の目標に対する実績を測定するための具体的な

指標（114）を測定指標として設定 

（注）１ 金融庁の「平成 15 年度実績評価書」に基づき当省が作成した。 

２ 〔 〕内は、「平成 14 年度実績評価書」における数値である。 

 

 

表３      達成すべき目標のアウトカム、アウトプット別の内訳     （単位：件） 
左の内訳 

府 省 政策数 「達成すべき目標」がアウトカムに
着目して設定されているもの 

「達成すべき目標」についてアウト
プットに係る目標が設定されている
もの 

金融庁 
38 
〔27〕 

35 
〔12〕 

３ 
〔15〕 

（注）１ 金融庁の「平成 15 年度実績評価書」に基づき当省が作成した。 
２ 「達成すべき目標」が複数ある場合には、少なくとも一つの目標がアウトカムに着目して設定されている
場合は、『「達成すべき目標」がアウトカムに着目して設定されているもの』欄へ計上している。 
３ 〔 〕内は、「平成 14 年度実績評価書」における数値である。 

 

 

表４     目標に関し達成しようとする水準が数値化等されている政策        (単位:件) 

目標に関し達成しようとする水準 
が数値化等されている政策数 府 省 

評価対象 

政策数 
 アウトカム アウトプット

 目標に関し達成しようとする

水準が数値化等されていない政

策数 

金融庁 
38 
〔27〕 

19 
〔15〕 

５ 
〔２〕 

14 
〔13〕 

19 
〔12〕 

（注）１ 金融庁の「平成 15 年度実績評価書」に基づき当省が作成した。 
２ 「目標に関し達成しようとする水準が数値化等されている政策数」欄は、目標に関し達成すべき水準が数
値化されている政策及び定性的であっても目標に関し達成しようとする水準が具体的に特定されている政策
を計上した。 
３ 評価対象政策に複数の指標が設定されている場合には、少なくとも一つの指標について達成しようとする
水準が数値化等されていれば、達成しようとする水準が数値化等されている政策として計上した。その上で、
数値化等されている指標のうちアウトカム指標を有する政策は「アウトカム」欄へ、それ以外の政策は「アウ
トプット」欄へそれぞれ計上した。 
４ 〔 〕内は、「平成 14 年度実績評価書」における数値である。 

目標数３８〔２７〕 指標数 １１４〔１１８〕 



 
表５    目標に関し達成しようとする水準が数値化等されていない政策に 

設定されている指標の分類                                         (単位:件) 

    当該政策に設定されている指標数  
府  省 

目標に関し達成しよう

とする水準が数値化等さ

れていない政策数 
 アウトカムで 

定量的に設定 

アウトカムで

定性的に設定 

アウトプット

で設定 

金融庁 
19 
〔12〕 

57 
〔52〕 

 18 
 〔15〕 

 ２ 
 〔３〕 

  37 
  〔34〕 

（注）１ 金融庁の「平成 15 年度実績評価書」に基づき当省が作成した。 
２ 「目標に関し達成しようとする水準が数値化等されていない政策数」欄は、目標に関し達成すべき水準が
数値化等されておらず、目標に関し達成しようとする水準が具体的に特定されていないものを計上した。 
３ アウトカム指標とアウトプット指標の区分については、①当省において一定の考え方で分類整理したもの
を金融庁に示し、②それに対し、金融庁において分類整理について別の考え方がある場合にはその考え方の
提示を受けるとともに、金融庁による分類整理の結果を計上した。 
  詳細は、「アウトカム指標とアウトプット指標の分類の考え方」参照 
４ 詳細は、政策評価審査表（実績評価関係）を参照 
５ 〔 〕内は、「平成 14 年度実績評価書」における数値である。 

 

 

表６              目  標  期  間  の  設  定  状  況         （単位：件） 
測定指標に目標期間が設定されている政策数 

府 省 評価対象政策数 
基準年次及
び達成年次
が記載され
ているもの

基準年次の
みが記載さ
れているも
の 

達成年次の
みが記載さ
れているも
の 

小 計 

測定指標に目標期
間が設定されてい
ない政策数 

金融庁 
38 

〔27〕 
19 
〔15〕 

０ 
〔０〕 

０ 
〔０〕 

19 
〔15〕 

19 
〔12〕 

（注）１ 金融庁の「平成 15 年度実績評価書」に基づき当省が作成した。 
２ 「基準年次及び達成年次が記載されているもの」については、一つの政策に複数の測定指標が設定されて
いる場合、少なくとも一つの測定指標に基準年次及び達成年次が設定されている政策数を計上した。 
３ 〔 〕内は、「平成 14 年度実績評価書」における数値である。 

 
 
 
表７         パターン化した文言による評価結果の整理      （単位：件） 
 

分  類 件数 

政策は達成された。 15 事務年度で政策の主な施策

が終了するもの 政策は達成されなかった。 
該当なし 

政策の達成に向けて成果が上がっており、今後もこれまでの取組

みを進めていく必要がある。   ７ 

政策の達成に向けて成果が上がっているが、環境の変化や取組み

の有効性等を踏まえ、取組みの充実・改善や新たな施策の検討等

を行う必要がある。 
２７ 

現時点で成果の

発現が予定され

るもの 

政策の達成に向けて成果は上がっておらず、取組みの見直し等を

行う必要がある。   ０ 

現時点では成果の発現は予定されていないが、政策の達成に向け

た制度構築等が行われており、引き続きこれまでの取組みを進め

ていく必要がある。 
 ３ 

現時点では成果の発現は予定されていないが、政策の達成に向け

業務は適切に実施されており、引き続きこれまでの取組みを行う

必要がある。 
 １ 

16 事務年

度以降も

政策が継

続するも

の 
現時点で成果の

発現が予定され

ないもの 

現時点では成果の発現は予定されておらず、業務の実施状況や環

境の変化等を踏まえ、取組みの充実や改善を行う必要がある。  ０ 

（注） 金融庁の「平成 15 年度実績評価書」に基づき当省が作成した。 



  
表８         学識経験を有する者の知見の活用状況 

府 省 知見の活用状況等 
議事録等の

ＨＰ掲載 

 
金融庁 

 

評価の取りまとめに際して、「政策評価に関する有識者会議」から意見を聴
取 

 
〇 

（注） 金融庁の「平成 15年度実績評価書」に基づき当省が作成した。 

 有識者会議の意見のうち、各政策共通の意見については評価書の総論
中に概要を記載し、個別の政策の今後の政策評価に向けての意見について
は評価書中の「学識経験を有する者の知見の活用」欄に概要を記載 



金融庁が実施した政策評価についての審査結果 

 

１ 審査の対象 

「政策評価に関する基本方針」（平成 13 年 12 月 28 日閣議決定。以下「基本方針」

という。）では、政策評価の円滑かつ着実な実施のため、総務省は「各行政機関が実施

した政策評価について、その実施手続等の評価の実施形式において確保されるべき客

観性・厳格性の達成水準等に関する審査」等に重点的かつ計画的に取り組むこととさ

れている。 

今回審査の対象とした政策評価は、次のとおりである。 
 
金融庁「平成 16 年度事業評価書（平成 17 年度概算要求に係る新規・拡充事業）」平

成 16 年８月 31 日付け金総第１７２４号による送付分）における事業評価方式を用い

た計５件の政策評価 

 

２ 審査の考え方と点検の項目 

事前評価は、政策の決定に先立ち、当該政策に基づく活動により得られると見込ま

れる政策効果を基礎として的確な政策の採択や実施の可否を検討するものとされてい

る（基本方針Ⅰ－４－ア）。事前評価においては、一定規模以上の事業費を要する個々

の研究開発、公共事業及び政府開発援助を実施することを目的とする政策について、

その実施が義務付けられている（行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成 13

年法律第 86 号。以下「評価法」という。） 第９条及び行政機関が行う政策の評価に関

する法律法施行令（平成 13 年政令第 323 号）第３条）。 

 

これら以外の政策については、評価法上は事前評価の実施が義務付けられているわ

けではなく、また、必ずしも確立された手法による政策効果の把握が可能となってい

るわけではないが、各府省における政策評価の実施状況をみると、それぞれが定めた

基本計画に基づいて、評価法で義務付けられた政策のほか、自発的・積極的に新規の

施策・事業や規制等を対象として事前評価が行われている。 

こうしたことを踏まえつつ、政策評価の質の向上向けた今後の課題等を明らかにす

る観点から、以下の点検項目により審査を行う。 

 

（政策効果の把握及び得ようとする効果の達成見込みについて） 

評価法では、行政機関は、その所掌に係る政策について、適時に、その政策効果を

把握し、これを基礎として、必要な観点から評価を行うこととされている（評価法第

３条）。事前評価を行う場合には、政策を決定する前の時点において、当該政策の実施

により得られると見込まれる政策効果を把握した上で、「得ようとする効果」と「実際

に見込まれる効果」との関係を明らかにし、当該政策の有効性を検証することが必要

である。すなわち、事前評価においては、当該政策を実施することにより得ようとす

る政策効果は本当に得られるのか、その確実性（安定性）はどの程度のものなのかに



ついて明らかにしていくことが求められる。 

また、得ようとする政策効果が費用に見合ったものとなっているかどうか等の効率

性に関する予測は、評価の対象とされる政策に適合した測定手法が開発されない状況

において定量的に行うことは必ずしも容易なことではない。 

この審査において点検を行っているのは、次の項目である。 

① 政策の実施により得ようとする効果はどの程度のものかなど、具体的に特定され

ているか。 

② 政策の実施により得ようとする効果について、実際にどの程度得られると見込ま

れるかなど、得ようとする効果の達成見込みの確からしさがどのように検証されて

いるか。 

③ 費用に見合った政策効果が得られるかどうかについて、どのような説明がされて

いるか。また、定量的な分析は試みられているか。 

 

（事前評価の結果の妥当性の検証について） 

事前評価については、政策効果が発現した段階においてその結果の妥当性を検証す

ること等により得られた知見を以後の事前評価にフィードバックする取組を進めてい

くことが重要である（基本方針Ⅰ－４－ウ）。 

政策の実施により「得ようとする効果」を的確に把握するためには、効果の把握の

方法が特定されており、かつ、それが効果をできる限り具体的（定量的）に把握でき

るものであることが望ましい。 

また、政策効果が発現した段階における事後的な検証を適切に行うためには、実際

に得られた効果が当初得ようとしていた効果との関係でどのように評価されることと

なるのかを、事前評価の段階で明らかにしておくことが望ましい。 

 この審査において点検を行っているのは、次の項目である。 

① 事後的な検証を行うなど、事前評価の結果の妥当性をどのように検証しようとし

ているのか。 

② また、事後的な検証を予定している場合には、政策効果の把握の方法が、得よう

とする効果が実際に得られたかどうかを事後的に把握することが可能な程度に特定

されているか。 

 

３ 審査の結果 

  金融庁では、評価法上、事前評価の実施が義務付けられている政策以外に、同庁基

本計画において、規制の新設など新規に開始又は拡充される事業（予算、規制、法令

等）を事前評価の対象とし、これらについて必要性、有効性、効率性等の観点から評

価を行うこととしている。これらの観点のうち､必要性の観点については、公益性の有

無、国で行う必要性の有無、民営化・外部委託の可否、緊要性の有無及び他の類似施

策の有無の各項目を設けて評価を行うこととしている。 

今回、審査の対象とした政策評価では、電子政府構築計画（平成 15 年７月 17 日各



府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定）に基づき見直しを行っている個別府

省業務・システムについても評価されている。 

５件の政策評価（事前評価）についての審査の結果は、以下のとおりである（詳細

は、別添政策評価審査表（事業評価（事前）関係）参照）。 

 

【審査結果整理表】 
 

効果の達成見込み

に関する検証方法 整理

番号 
政策 手段 

得ようと

する効果

の明確性
推論 その他 

効果の把

握の方法

の特定性

効率性

に関す

る情報

１ 

地域再生計画と

連携した投資家

教育プロジェクト 

地域再生計画の認定を受けた自治体

に対し、 

○「金融経済教育を考えるシンポジウ

ム」の開催 

○副教材の提供及び研修講師の派遣 

△ ○  ○ △ 

２ 

マネー･ローンダ

リング対策及び

テロ資金対策に

係るコンピュー

タ・システムの機

能改善 

特定金融情報データベースシステム

の機能の段階的向上（「おれおれ詐欺」

等の犯罪及び犯罪のボーダーレス化に

伴う海外送金事案等に対応するための

入力機能の変更） 

○ ○ 比較 ○ ○ 

３ 

新興市場国当局

者を対象とした

金融行政研修 

○保険監督者セミナー 

  適切な法制度の在り方や、規制・

監督等の実務に関する支援を実施 

○預金保険セミナー 

  預金保険制度の構築を支援 

○テロ資金及びマネーローンダリング

対策支援セミナー 

  各国の監視体制強化の支援 

△ ○  ○ △ 

４ 

オフサイト･モニ

タリングに係るコ

ンピュータ･シス

テムの機能強化 

金融機関等から提出された各種経営

資料の分析のためにコンピュータ・シ

ステムの機能を強化（徴求項目の追

加・変更等、柔軟な機能追加ができる

ようなシステム機能の拡張） 

○ ○ 比較 ○ ○ 

５ 

公認会計士試験

に係るコンピュー

タ・システムの構

築 

審査会による合否決定の参考とする

ための多角的データ分析機能等を、現

行システムに追加する。 
○ ○ 比較 ○ ○ 

合  計（５件） 
○＝３ 

△＝２ 
 ○＝５  

○＝３

△＝２

総
括
記
述 

（得ようとする効果の明確性について） 
評価の対象とされた５事業のうち、３事業（整理番号２、４及び５）は、データベースや
情報分析等の具体的な機能をコンピュータ・システムに追加しようとするものである。これ
ら３事業についての評価をみると、より優れた機能を有するコンピュータ・システムに改良
し、活用することにより、手続の電子化、大量の情報の受理･分析等の所期の性能が得られ
るものであるとしており、得ようとする効果は明確である。 
一方、残る２事業についての評価をみると、得ようとする効果について、「何を」、「どう

する」のかは説明されているものの、「どの程度」の効果が発現したことをもって得られた
とするのか、必ずしもその状態が特定されていない。この２事業では、シンポジウムの開催
等を通じた金融知識の理解の深化や研修を通じた金融行政当局の規制・監督能力の向上を効
果としているが、金融庁では、理解の深化や、規制・監督能力の向上という事柄の性格上、
効果の程度を具体的に特定して示すことは難しいとしている。 



（効果の達成見込みに関する検証方法について） 
効果の達成見込みについては、３事業において、推論による定性的な説明にとどまらず、
過去に実施された同種類似の事業により得られた効果や実績を基に、効果の達成見込みにつ
いて説明されている（「比較」に該当）。このような説明を行う場合には、分析の裏付けとな
る客観的な情報・データをできる限り明らかにしていくことが望ましい。 
得ようとする効果が実際にどの程度得られたのかを事後に検証・評価する場合、得ようと
する効果がどの程度発現したことをもって所期の効果が得られたとするのかをあらかじめ事
前評価の際に明らかにしておくことが重要となる。今後とも、事業の実施により得ようとす
る効果を明らかにするとともに、その達成見込みについても掘り下げた分析を行う取組を継
続していくことが期待される。 
（効率性に関する情報について） 
金融庁の評価書においては、「効果とコストとの関係に関する分析」の欄が設けられ、シ
ステムの改良を行わない場合に費やされる人件費等とシステム改良を行う場合の経費を比較
するなど、同一の効果を得るための他の代替手段との比較を行った結果等を説明しているも
のがみられる。このような説明を行う場合には、分析の裏付けとなる客観的な情報・データ
をできる限り明らかにしていくことが望ましい。 

（注）１ 「得ようとする効果の明確性」欄には、得ようとする効果について、「何を」、「どの程度」、「どうする」の

かが明らかにされているなどどのような効果が発現したことをもって得ようとする効果が得られたとするの

かその状態が具体的に特定されている場合には「○」を、「何を」、「どうする」のかは説明されているものの、

「どの程度」かは明らかでないなど具体的には特定されていない場合には「△」を、得ようとする効果につ

いての記載がない場合には「－」を記入している。 

２ 「効果の達成見込みに関する検証方法」欄には、推論及び比較・推計・実験のうち該当する分類（推論欄

には○）を記入している（複数もあり得る。）。 

「推論」 定性的な説明等により、得ようとする効果が実際に得られると見込まれることを説明している。 

＜その他の検証方法（例示）＞ 

「比較」 過去の同種類似の政策の実施等により得られた効果、実績等を基に、今回の政策の実施により得

ようとする効果が実際に得られると見込まれることを帰納的に根拠付けている。 

「推計」 定量的なデータの集計・分析等に基づき、当該政策の実施により得ようとする効果が実際に得ら

れると見込まれることを一定の手法により算出し根拠付けている。 

「実験」 実験や研究の結果に基づき、当該政策の実施により得ようとする効果が実際に得られると見込ま

れることを実証的に根拠付けている。 

３ 「政策効果の把握の方法の特定性」欄には、政策の実施により発現した効果を把握できる程度に明確にさ

れている場合には「○」を、効果の把握の方法が不明確の場合には「△」を記入している。 

４ 「効率性に関する情報」欄には、当該政策（施策や事業）の実施に要する費用等に関する分析の結果が示

されている場合には「○」（当該政策の実施に要する費用等と当該政策により得られると見込まれる政策効果

との関係について定量的な分析が試みられている場合には「◎」）を、当該政策の実施に要する費用等の見込

額、従来からの活動等についての予算執行額（実績額）等の記載にとどまっている場合には「△」を、上記

の情報が記載されていない場合には「－」を記入している。 

 

 

（全体注） 各府省の評価の実施状況を踏まえた横断的又は共通的な課題等の整理・分析については、今

年度末を目途に別途取りまとめる予定である。 



【別添】 

 

政策評価審査表（事業評価（事前）関係） 
 

（説明） 

 本審査表は、公表された金融庁の「平成 16 年度事業評価書（平成 17 年度概算要求に係る新規・拡充事業）」に基づき総務省の責任において整理したもので 

ある。 

 各欄の記載事項については以下のとおりである。 

 

 

欄    名 記    載    事    項 

「整理番号」欄  評価書の目次にある記載番号に基づき記入した。 

「政策（名称、目的等）」欄  評価の対象とされた政策の名称、目的等を記入した。 

「手段」欄  政策の目的の実現のために具体的に講じる手段を記入した。 

「得ようとする効果」欄  政策の実施により得ようとする政策効果を記入した。 

「効果の達成見込

みの根拠」欄 

 政策の実施により「得ようとする効果」が実際に得られる見込みについて、それがどの程度確実なものなのか、その根拠（確

からしさ）が評価の過程でどのように検証されたのかを整理して記入した。 

「有効性」欄 

「分類」欄 

 「得ようとする効果の達成見込みの根拠」の内容について、推論及び比較・推計・実験のうち該当する分類を記入した（複数

もあり得る。）。 

「推論」 定性的な説明等により、得ようとする効果が実際に得られると見込まれることを説明している。 

＜その他の検証方法（例示）＞ 

「比較」 過去の同種類似の政策の実施等により得られた効果、実績等を基に、今回の政策の実施により得ようとする効果が実

際に得られると見込まれることを帰納的に根拠付けている。 

「推計」 定量的なデータの集計・分析等に基づき、当該政策の実施により得ようとする効果が実際に得られると見込まれるこ

とを一定の手法により算出し根拠付けている。 

「実験」 実験や研究の結果に基づき、当該政策の実施により得ようとする効果が実際に得られると見込まれることを実証的に

根拠付けている。 

「効果の把握の方法」欄 
 得られると見込まれる効果をどのように把握・推計したのか（事後の検証を予定している場合には、政策の実施後に実際に得

られた効果をどのように把握・測定するのか）を記入した。 

「必要性及び効率性に関する特記

事項」欄 

 以下に該当するものについて記入した。 

「必要性」 当該政策の実施を明確に位置付けている法令、閣議決定等の政府方針に基づいていることが記述されているもの 

「効率性」 当該政策の実施に要する費用等と当該政策により得られると見込まれる政策効果との関係について分析が試みら

れているもの 

 



政策評価審査表（事業評価（事前）関係） 

（金融庁：事前評価） 

有効性 
整理 
番号 

政策 
（名称、目的等） 

手段 得ようとする効果 
効果の達成見込みの根拠 分類

効果の把握の方法 
必要性及び効率
性に関する特記
事項 

１ 

地域再生計画と連携した投
資家教育プロジェクト 
 
 

地域再生計画の認定を受
けた自治体に対し、 
○「金融経済教育を考える
シンポジウム」の開催 
○副教材の提供及び研修講
師の派遣 
 
【平成17年度概算要求額】

13,720千円

○ 効率的で安定した
金融システムや実体
経済の実現に寄与す
る。 
○ 次世代の若者に対
する金融やその背景
にある経済に関する
理解の深化 

これまでも副教材・パンフレットの
作成・配布等の施策を行ってきてお
り、これらの効果を最大限発揮させる
ために金融経済教育に自ら関心を持
って取り組む自治体に対して、そのニ
ーズに応じた支援を行うものであり、
少ない時間と経費で効率的に金融知
識を普及させることが期待できる。 
 また、「金融に関する消費者アンケ
ート調査」等による需要の大きさ等か
らも効果があがると期待される。 

推論
比較

シンポジウムや研
修の参加者に対する
アンケートの実施 

【必要性】 
地域再生推進
のためのプログ
ラム（平成16年
２月27日地域再
生本部決定） 

２ 

 マネー・ローンダリング対
策及びテロ資金対策に係るコ
ンピュータ・システムの機能
改善 

特定金融情報データベー
スシステムの機能の段階的
向上 
（「おれおれ詐欺」等の犯罪
及び犯罪のボーダーレス化
に伴う海外送金事案等に対
応するための入力機能の変
更） 
 
【平成17年度概算要求額】

65,202千円

入力機能の変更によ
るシステムの情報処理
能力の向上 

 これまでのデータベース・システム
の段階的な機能追加により、近年、疑
わしい取引に関する情報の届出件数
が急増している中にあって、犯罪捜査
等に資する情報の迅速･的確な提供が
可能となっている。 
 今後も届出件数の増加が見込まれ
る中でシステム機能の追加・変更を続
けることにより、情報の的確な処理が
期待できる。 

推論
比較

変更されたシステ
ム機能の確認 

【効率性】 
 システム改善
を行わず対応し
ようとする場合
には、情報の整
理･分析に費や
される人件費が
システム改善の
コストよりも大
きいと見込まれ
る。 

３ 

 新興市場国当局者を対象と
した金融行政研修 

○保険監督者セミナー 
  適切な法制度の在り方
や、規制・監督等の実務
に関する技術支援 
○預金保険セミナー 
  預金保険制度の構築に
関する技術支援 
○テロ資金及びマネーロー
ンダリング対策支援セミ

 金融行政当局の規
制・監督能力の向上 

 これまでの研修の際に実施したア
ンケート調査や独自に実施した調査
を通じて把握した支援ニーズや、世界
貿易機関（ＷＴＯ）等での多国間協議、
経済連携協定（ＥＰＡ）交渉での二国
間協議における議論では、支援の要望
も高く、セミナー実施による効果の発
現が期待される。 

推論
比較

 研修成果が金融行
政当局の能力向上に
有効に活用されてい
るかについて調査を
実施 

 

○ 地域経済の活性化等 

○ 金融の仕組みや取引

ルール等に対する国民

の知識･理解の深化 

 犯罪捜査等への効率的･

効果的活用に資するために

マネー･ロンダリング及び

テロ資金供与の疑いのある

取引に関する情報を捜査機

関等に提供 

○ 各国の金融システムの

安定や健全な発展に貢献 

○ アジア地域全体の金融

システムの安定性の一層

の向上 



有効性 
整理 
番号 

政策 
（名称、目的等） 

手段 得ようとする効果 
効果の達成見込みの根拠 分類

効果の把握の方法 
必要性及び効率
性に関する特記
事項 

ナー 
  各国の監視体制強化に
関する技術支援 
 
【平成17年度概算要求額】

76,013千円

４ 

オフサイト・モニタリング
に係るコンピュータ・システ
ムの機能強化 
 

 金融機関等から提出され
た各種経営資料の分析のた
めにコンピュータ・システ
ムの機能を強化（徴求項目
の追加・変更等、柔軟な機
能追加ができるようなシス
テム機能の拡張） 
 
【平成17年度概算要求額】

319,241千円

○ 迅速なデータ処理
（オンラインでのデ
ータ徴求、財務事務
所まで展開したシス
テム設計） 
○ 深度あるモニタリ
ングをよりタイムリ
ーに実施 
○ 新ＢＩＳ規制の導
入への対応 

 これまでのシステムの活用により、
監督部局の限られた人員で、検査と検
査の間における金融機関等の経営状
況の継続的な把握などのオフサイ
ト・モニタリングを的確に実施するこ
とが可能となっており、平成14年 12
月に整備された早期警戒制度もコン
ピュータ・システムの活用によるオフ
サイト・モニタリングの的確な実施の
基礎の上に立つものである。今回も、
システムへの機能追加に伴って、それ
に対応したオフサイト・モニタリング
の効率的な実施に向けた効果が順次
発現することが見込まれる。 

推論
比較

 追加されたシステ
ム機能の確認 

【効率性】 
 コンピュー
タ・システムを
機能強化せずに
対応しようとす
る場合には、そ
のために費やさ
れる人件費がコ
ンピュータ・シ
ステムの開発コ
ストよりも大き
いと見込まれ
る。 

５ 

 公認会計士試験に係るコン
ピュータ・システムの構築 

 審査会による合否決定の
参考とするための多角的デ
ータ分析機能等を、現行シ
ステムに追加する。 
 
【平成17年度概算要求額】

261,404千円

○ 迅速な試験結果の
公表や、多角的デー
タ分析による詳細な
情報の提供 
○ 事務処理効率の向
 上 

 コンピュータ・システムの開発によ
り必要な情報処理等が可能になると
判断 

推論
比較

○ 追加されたシス
テム機能の確認 
○ 受験手続の簡素
化や合格発表の迅
速化 

【効率性】  
コンピュー
タ・システムを
構築せずに対応
しようとする場
合には、そのた
めに費やされる
人件費がコンピ
ュータ・システ
ムの開発コスト
よりも大きいと
見込まれる。 

（注）金融庁の「平成16年度事業評価書（平成17年度概算要求に係る新規・拡充事業）」に基づき当省が作成した。 

金融機関に対する有効な

オフサイト・モニタリングの

実施 

○ 迅速な判定結果の
算出や多角的なデー
タ分析 
○ 受験者に対する行
政サービスの向上等、
試験事務の効率化・高
度化を図る。 


